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農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て

二
〇
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一
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山
ハ
）

農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て宮

崎

俊

行

　
は
し
が
き

一
　
現
存
農
業
法
人
の
意
義

二
　
土
ハ
同
化
法
人
と
一
世
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一
法
人

三
　
會
肚
方
式
と
農
業
協
同
組
合
方
式

四
　
法
人
の
取
得
す
る
農
地
に
つ
い
て
の
椹
利

五
　
農
民
の
人
間
的
解
放
と
農
業
法
人

　
む
す
びは

　
し
　
が
　
き
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（
2
）

　
い
わ
ゆ
る
農
業
法
人
の
法
制
化
に
つ
い
て
は
、
農
業
團
髄
、
政
窯
、
政
府
等
か
ら
各
種
の
法
案
（
ま
た
は
法
案
要
綱
）
が
襲
表
さ
れ
、
ま
た
法
學

　
　
　
（
3
）

上
の
論
読
も
震
表
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
か
ね
て
か
ら
農
民
法
に
興
味
を
持
つ
て
い
た
筆
者
も
、
農
業
法
人
の
研
究
を
計
書
し
、
ま
ず
い
わ
ゆ
る
農
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

法
人
問
題
の
襲
端
と
な
つ
た
と
こ
ろ
の
徳
島
縣
勝
浦
町
に
お
け
る
農
業
法
人
の
實
態
調
査
を
實
施
し
た
。
こ
の
實
態
調
査
の
結
果
を
基
礎
に
む



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
邑

て
h
今
日
に
お
け
る
農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
な
原
則
は
、
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
老
察
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿
で
あ
る
。

（
1
）
　
農
業
法
人
と
は
、
農
業
ま
た
は
そ
れ
に
附
随
す
る
事
業
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
り
、
現
存
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
會
杜
で
あ
ろ
r
特
に
有
限

　
會
肚
が
歴
倒
的
多
籔
で
あ
り
、
徳
島
縣
勝
浦
町
の
合
計
一
〇
三
の
農
業
法
人
も
愛
媛
縣
吉
田
町
立
問
の
合
計
四
一
の
そ
れ
も
全
部
有
限
會
肚
で
あ
る
）
。
そ
れ
で

　
も
農
業
會
肚
と
い
わ
ず
、
農
業
法
人
と
い
5
の
が
、
現
地
農
民
、
農
業
團
艦
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
等
の
慣
脅
で
あ
り
、
ま
た
會
肚
以
外
の
型
隷
に
よ
る
法
制
化
が

　
論
議
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
も
一
般
に
農
業
法
人
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。

（
2
）
　
代
表
的
な
も
の
は
、
次
の
如
し
。

　
農
業
團
髄
の
作
成
し
た
も
の
　
都
道
府
縣
農
業
會
議
會
長
會
議
「
農
業
法
人
法
制
化
に
關
す
る
農
業
會
議
會
長
會
議
の
見
解
」
（
昭
和
三
四
年
八
月
五
日
）
、
全
國

　
　
農
業
協
同
組
合
中
央
會
「
農
業
法
人
問
題
．
」
つ
い
て
」
（
昭
和
三
四
年
八
月
七
日
）

　
政
黛
の
作
成
し
た
も
の
　
日
本
祉
會
掌
政
策
審
議
會
「
農
業
生
産
組
合
法
案
」
（
昭
和
三
三
年
四
月
六
日
）

　
農
林
省
の
作
成
し
た
も
の
　
「
農
地
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
お
よ
び
「
農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
と
も
に
昭
和
三
五
年
四
月
二

　
　
　
五
目
國
會
に
提
出
さ
れ
、
次
期
國
會
で
縫
綾
審
議
と
な
る
）

　
（
3
）
　
法
制
化
に
關
す
る
主
な
も
の
と
し
て
は
、
次
の
如
し
。

　
北
原
金
司
「
農
業
法
人
化
の
問
題
に
つ
い
て
ー
農
政
・
法
律
の
観
鮎
か
ら
ー
」
高
崎
経
濟
大
學
論
集
一
巻
一
號
（
昭
和
三
四
年
二
月
）
特
に
四
一
頁
以
下

　
東

　
裏

　
裏

（
4
）

（
5
）島

縣
勝
浦
町
以
外
の
地
亙
に
お
け
る
農
業
法
人
の
實
態
調
査
を
實
施
し
た
上
で
、

を
爽
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

季
彦
「
農
業
法
人
法
案
の
要
綱
に
寄
せ
て
」
法
律
は
生
ぎ
て
い
る
二
九
二
頁
以
下
所
牧
（
昭
和
三
四
年
一
二
月
二
二
日
）

得
郎
「
農
業
法
人
と
有
限
會
肚
制
度
」
青
山
法
學
論
集
一
巻
一
、
二
號
（
昭
和
三
四
年
一
一
月
）

得
郎
「
農
業
法
人
と
企
業
形
態
」
法
律
時
報
三
二
巻
六
號
ρ
昭
和
三
五
年
五
月
一
日
）

こ
の
實
態
調
査
の
詳
細
な
報
告
は
、
近
く
別
著
に
お
い
て
な
す
豫
定
で
あ
る
。

紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
本
稿
で
は
、
前
掲
の
各
法
案
（
お
よ
ぴ
法
案
要
綱
）
に
つ
い
て
、
詳
細
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
ま
で
は
及
ば
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
稿
を
補
訂
し
、
か
つ
各
法
案
を
比
較
検
討
し
、
更
に
法
案
（
要
綱
）

今
後
徳

の
私
案

一
　
現
存
農
業
法
人
の
意
義

現
に
存
在
す
る
農
業
法
人
に
つ
い
て
、
そ
の
設
立
の
動
機
、

　
　
農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て

現
状
等
を
調
査
し
、

　　そ
　　の
　　肚
　　會
　　的
　　経
　　濟
　　的
　　お
　　よ
　　び
二　文
　　化
　　的
　　な
二　機
山　能
ノヤ

ニ’な
七　　い
）　　し

　　存
　　在
　　意



　
　
　
農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
　
二
六
二
八
）

義
を
、
實
歌
に
鄙
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
け
る
農
業
法
人
研
究
の
基
礎
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
意
味
か
ら
、
筆
者
は
ま
ず
徳

島
縣
勝
浦
町
に
お
け
喝
農
業
法
人
の
實
態
調
査
を
實
施
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
一
感
の
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
そ
の
ほ
か
の
地
匿
に

お
け
る
農
業
法
人
の
實
態
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
筆
者
自
身
の
調
査
は
す
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
こ
で
全
國
に
お
け
る
現
存
農
業

法
人
の
す
べ
て
に
通
ず
る
性
格
を
抽
出
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
若
干
の
危
瞼
性
を
と
も
な
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
こ
こ
で
現
存
法
人
の

意
義
を
考
え
る
の
は
、
法
杜
會
學
的
研
究
そ
れ
自
髄
と
し
て
で
は
な
く
、
立
法
論
的
研
究
の
前
提
と
し
て
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
必
要
な
こ
と

は
、
個
々
の
事
例
の
詳
細
な
分
析
で
は
な
く
、
全
般
的
な
動
向
の
方
向
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
る
と
い
う
限
り
で
は
、
徳
島
縣
勝
浦
町
以
外
の
地
匠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
お
け
る
農
業
法
人
の
實
態
を
ば
、
み
ず
か
ら
の
調
査
に
よ
ら
ず
傳
聞
的
資
料
に
よ
つ
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
詐
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
現
存
農
業
法
人
全
般
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
そ
の
存
在
が
企
業
的
農
業
の
嚢
展
お
よ
び
農
民
（
特
に
農
家
世
帯
員
）
の
人
間
的
解
放

に
、
有
盆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
進
ん
で
い
え
ば
企
業
的
な
農
業
経
螢
お
よ
び
農
民
の
人
間
解
放
の
芽
ば
え
そ
の
も
の
が
、
法
入
化

蓮
動
と
い
う
形
式
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
個
々
の
法
人
に
つ
い
て
、
現
象
面
だ
け
か
ら
な
が
め
る
と
き
は
、
法
人
化
の
主
要
な
動
機
な
い
し
存
在
債
値
が
、
輩
な
る
税
負
捲
の
輕
減
で
あ

　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

つ
た
り
、
負
債
の
整
理
で
あ
つ
た
り
、
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
何
故
に
税
負
捲
の
過
重
や
負
債
の
累
積
が
、
農
民
自
身
に
と
つ
て
、
自
分
達
の
力

で
速
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
間
題
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
、
ま
た
そ
の
間
題
の
解
決
方
法
と
し
て
、
法
人
化
（
會
杜
化
）
と
い
う
方
法
を
實
行

し
た
か
を
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
税
負
捲
の
過
重
も
、
負
債
の
累
積
も
、
偶
然
的
附
随
的
な
事
情
は
論
外
と
し
て
、
本
質
的
に
は
農
家
が
企
業
主
鐙
と
し
て
そ
の
存
在
を
確
立
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
め
　
　
セ
　
　
セ

ん
と
し
つ
つ
あ
る
と
き
に
、
襲
生
し
た
も
の
で
あ
る
か
或
い
は
そ
れ
が
の
つ
ぴ
き
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
く
る
こ
と
、
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
例
え
ば
視
負
捲
の
過
重
と
い
う
事
態
が
生
じ
或
い
は
そ
れ
が
特
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
農
業
を
企
業
的
に
経
螢
し
、
所
得
が
檜
大
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

更
に
企
業
會
計
原
則
上
必
要
な
再
生
産
投
資
を
な
さ
ん
と
す
る
場
合
で
あ
り
、
昔
な
が
ら
の
自
給
自
足
的
な
警
農
に
お
い
て
は
か
か
る
問
題
は
殆



ん
ど
生
じ
な
い
。
ま
た
負
債
の
累
積
と
い
う
事
態
が
生
ず
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
機
械
化
貧
乏
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
高
度
の
機
械
．
原
動
機
、
動
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

噴
霧
機
、
パ
ィ
プ
施
設
、
索
道
、
自
動
車
等
）
を
利
用
し
て
、
近
代
的
、
企
業
的
農
業
経
螢
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
生
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
昔
な
が

ら
に
人
力
第
一
で
や
つ
て
い
る
場
合
に
生
じ
た
の
で
は
な
い
。
右
の
如
く
要
す
る
に
果
樹
、
酪
農
等
の
商
品
性
の
高
い
農
産
物
を
生
産
す
る
農
家

（
6
）が

、
よ
り
企
業
性
を
獲
揮
せ
ん
と
す
る
と
ぎ
に
、
行
き
當
る
問
題
が
、
税
負
捲
の
輕
減
で
あ
り
、
或
い
は
負
債
の
整
理
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ

て
法
人
化
の
動
機
が
現
象
的
に
は
、
視
負
捲
の
輕
減
な
り
負
債
の
整
理
な
り
で
あ
つ
て
も
、
本
質
的
に
は
企
業
的
農
業
へ
の
胎
動
に
根
ざ
し
て
い

　
　
　
（
7
）

る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
企
業
的
農
業
へ
の
胎
動
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
視
負
櫓
の
輕
減
な
り
、
負
債
の
整
理
な
り
を
、
突
獲
的
一
時
的
な
直
接
行
動

に
よ
ら
な
い
で
、
計
書
的
永
績
的
な
、
し
か
も
自
己
自
身
を
ま
す
ま
す
企
業
主
艦
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
な
ら
し
む
る
方
向
、
す
な
わ
ち
法
人
化

と
い
う
方
法
に
よ
つ
て
解
決
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
法
人
経
螢
の
現
朕
も
、
は
な
は
だ
そ
の
形
式
に
鉗
慮
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
程
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
規
模
を
も
つ
商
工
業
の
肴
限
）
會
杜
経
螢
と
比
較
し
て
、
む
し
ろ
ま
さ
る
と
も
お
と
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
法
人
化
と
農
民
の
人
間
的
解
放
に
つ
い
て
み
る
。
こ
こ
で
農
民
の
人
間
的
解
放
と
い
う
場
合
に
は
、
こ
つ
の
側
面
が
あ
る
。
一
つ
は
農
民

階
暦
が
全
髄
的
に
、
他
の
商
工
業
等
の
企
業
者
と
同
様
に
企
業
者
と
し
て
の
取
扱
い
を
う
け
た
い
と
い
う
欲
求
で
あ
り
（
い
わ
ば
階
層
的
解
放
）
、
も

う
一
つ
は
農
家
世
帯
員
一
人
一
人
が
、
個
人
と
し
て
の
尊
嚴
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
（
い
わ
ば
個
人
的
解
放
）
。
農
業
お
よ
び
農
民
の
企
業
と
し
て

の
嚢
展
お
よ
び
利
盆
追
及
を
さ
ま
た
げ
て
い
た
、
從
來
の
い
わ
ゆ
る
農
本
主
義
に
反
擾
し
、
『
み
か
ん
を
費
る
者
に
は
會
肚
に
な
る
の
を
許
し
、

み
か
ん
を
作
る
者
に
は
そ
れ
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な
い
』
、
と
い
う
叫
び
は
、
正
に
農
民
の
階
暦
的
解
放
の
叫

び
で
あ
る
。
ま
た
世
帯
主
の
濁
裁
的
な
経
螢
お
よ
び
そ
の
下
に
お
け
る
無
償
螢
働
を
超
克
し
て
、
世
帯
員
全
髄
の
合
議
に
よ
る
経
螢
、
お
よ
び
そ

の
下
に
お
け
る
報
酬
あ
る
榮
働
を
要
求
す
る
の
は
、
正
に
世
帯
員
一
人
一
人
に
つ
い
て
の
個
人
的
解
放
の
主
張
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
右
の
よ
う
な
意
味
の
、
農
民
の
階
暦
的
解
放
お
よ
び
個
人
的
解
放
（
爾
者
を
総
聡
し
て
人
間
的
解
放
と
い
つ
て
お
く
）
へ
の
意
欲
が
、
法

　
　
　
農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
（
一
六
二
九
）



　
　
　
　
農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
（
一
六
三
〇
）

人
設
立
の
當
時
に
お
い
て
、
農
民
自
身
の
謄
裡
に
明
確
な
姿
で
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
相
當
に
地
域
差
、
個
人
差
が
大

き
く
、
一
般
に
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
す
く
な
く
と
も
、
潜
在
的
な
形
で
人
間
的
解
放
へ
の
欲
求
が
存
在
し
た
も
の
と
評
慣
す
る
こ
と
は
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
後
の
法
人
経
螢
の
状
態
は
、
事
實
人
間
的
解
放
を
實
践
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑳
）

　
現
存
法
人
の
意
義
を
右
の
よ
う
に
、
企
業
的
獲
展
性
と
人
間
的
解
放
の
二
黙
に
認
め
た
上
で
、
さ
て
、
法
制
化
の
基
本
的
な
原
則
に
つ
い
て
考

察
す
る
こ
と
に
す
る
。
順
序
と
し
て
、
は
じ
め
に
は
主
と
し
て
企
業
的
震
展
性
と
の
關
連
を
考
え
、
次
で
主
と
し
て
人
間
的
解
放
と
の
關
蓮
を
考

え
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ヂ
マ

　
（
1
）
　
徳
島
縣
勝
浦
町
以
外
の
地
画
で
は
、
愛
媛
縣
吉
田
町
立
間
地
匪
に
お
け
る
農
業
法
人
（
昭
和
三
四
年
八
月
下
旬
設
立
）
が
、
重
要
で
あ
る
。
勝
浦
町
の
法
人

　
　
が
一
世
帯
一
法
人
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
立
間
地
旺
の
法
人
は
、
い
わ
ゆ
る
共
同
化
法
人
で
あ
り
、
雨
者
が
農
業
法
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
型
態
の
い
わ
ば
代
表
的
な

　
　
存
在
と
な
つ
て
い
る
。

　
　
立
間
地
匝
の
法
人
に
つ
い
て
筆
者
が
参
照
で
き
た
主
な
賓
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
愛
媛
縣
農
林
水
産
部
・
愛
媛
縣
農
業
會
議
「
愛
媛
縣
吉
田
町
立
間
に
お
け
る
農
業
法
人
に
關
す
る
贅
料
」
（
昭
和
三
四
年
九
月
一
〇
日
）

　
　
　
若
林
秀
泰
「
農
業
共
同
化
法
人
の
設
立
経
過
と
問
題
鮎
1
い
わ
ゆ
る
「
立
間
方
式
」
に
つ
い
て
ー
」
（
附
表
）
（
昭
和
三
四
年
一
〇
月
三
〇
日
）

　
　
　
「
昭
和
三
四
年
九
月
一
七
目
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
會
議
事
録
」

　
　
　
　
〔
以
上
三
種
は
全
國
農
業
會
議
所
編
「
農
業
法
人
問
題
の
経
過
に
關
す
る
賓
料
集
」
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
〕

　
　
　
　
愛
媛
農
政
研
究
會
編
「
四
十
一
の
農
業
法
人
」
（
昭
和
三
四
年
一
二
月
）

　
　
　
　
近
藤
二
郎
「
農
業
法
人
化
の
前
進
ー
「
立
間
方
式
」
の
成
立
と
ね
ら
い
ー
」
農
業
富
民
三
二
巻
二
號
（
昭
和
三
五
年
二
月
）

　
　
　
　
縮
井
秀
夫
「
現
下
農
業
法
人
の
一
問
題
」
経
濟
研
究
十
四
號
（
昭
和
三
五
年
二
月
）
、
同
氏
「
鳥
取
・
愛
媛
縣
下
の
農
業
法
人
に
つ
い
て
」
経
濟
研
究
十
五

　
　
　
　
　
號
（
昭
和
三
五
年
四
月
）

　
　
　
　
南
溝
彦
「
農
業
法
人
化
（
共
同
化
）
に
お
け
る
若
干
の
問
題
鮎
」
経
濟
理
論
五
七
號
（
昭
和
三
五
年
三
月
）
特
に
九
四
頁
以
下

　
　
　
　
的
揚
徳
造
「
企
業
化
す
す
む
農
業
法
人
－
立
ち
上
つ
た
愛
媛
縣
の
、
ミ
カ
ン
作
農
家
i
」
農
業
富
民
三
二
巻
七
號
（
昭
和
三
五
年
七
月
）

　
　
　
　
田
村
直
一
「
農
業
共
同
化
に
關
す
る
研
究
（
そ
の
一
）
ー
勝
浦
町
及
び
立
間
に
お
け
る
法
人
と
農
業
纏
螢
に
つ
い
て
ー
」
プ
リ
ン
ト
（
昭
和
三
五
年
八

　
　
　
　
　
月
九
日
）



《
2
）
　
こ
れ
は
主
に
徳
島
縣
勝
浦
町
の
一
世
帯
一
法
人
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
3
）
　
こ
れ
は
主
に
愛
媛
縣
吉
田
町
立
間
の
共
同
化
法
人
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
4
）
　
同
旨
、
渡
邊
洋
三
「
農
業
法
人
と
家
族
制
度
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
七
號
（
昭
和
三
四
年
五
月
一
日
）
三
七
頁
注
6
、
三
九
頁

（
5
）
　
愛
媛
縣
農
林
水
産
部
・
愛
媛
縣
農
業
會
議
「
愛
媛
縣
吉
田
町
立
間
に
お
け
る
農
業
法
人
に
關
す
る
賓
料
」
（
全
國
農
業
會
議
所
編
「
農
業
法
人
間
題
の
経
過

　
に
關
す
る
資
料
集
ー
以
下
會
議
所
「
餐
料
集
」
と
略
稔
ー
二
〇
〇
頁
）
。
昭
和
三
四
年
九
月
一
七
日
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
會
議
事
録
（
會
議
所
「
賓
料
集
」

　
二
一
七
頁
）

（
6
）
　
全
國
に
お
け
る
現
存
農
業
法
人
の
業
種
別
分
類
は
衣
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
勝
浦
町
の
法
人
も
、
立
問
の
法
人
も
、
す
べ
て
蜜
柑
栽
培
ま
た
は
關
連
業
務
を

　
目
的
と
し
て
い
る
。

　
　
　
諮
斎
書
湘
　
　
蔑
耕
　
　
圖
謡
　
　
噛
鵠
　
　
贈
母
　
　
酬
降
婁
颪
跡
購
誉
痔
無
卍
　
　
蛍
離
驕
離
騰
引
　
　
囲
　
　
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
薄
酬
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
麟
）

　
　
　
卜
D
“
　
　
　
　
鵠
O
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憩
Go
　
　
　
　
一
刈
　
　
　
　
一
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
O
れ

　
　
　
　
欝
　
麗
酋
o
。
駆
岳
ω
並
韻
麟
e
膳
婁
鵬
贈
欝
諏
o
劃
鴎
（
渇
叫
繋
曽
』
q
蕊
暑
無
㌶
滞
難
砧
）
芥
郎
智
覧
懲
置
祈
σ
（
聾
降
砥
ぎ
鉾
詩
謡
言
飼
○
台

　
　
　
　
　
弟
＞
■
｝
田
蹄
聲
圃
δ
曽
錦
＞
嘩
営
渉
葎
が
O
。

（
7
）
　
大
野
實
雄
「
農
業
の
商
化
現
象
」
綜
合
法
學
一
六
號
（
昭
和
三
四
年
一
一
月
）
七
頁
、
八
頁
等
参
照
。
小
川
浩
八
郎
「
農
業
法
人
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
綜
合

　
法
學
二
巻
五
號
（
昭
和
三
四
年
五
月
）
四
六
頁
－
四
七
頁
参
照

（
8
×
9
）
　
こ
れ
ら
の
現
欺
に
つ
い
て
は
、
地
域
差
や
各
法
人
に
よ
る
差
の
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
軍
に
都
市
に
お
け
る
小
會
肚
の
現
妖
か
ら
類
推

　
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
農
業
法
人
化
蓮
動
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
企
業
的
農
業
輕
管
の
登
展
す
る
過
程
に
お
い
て
、
農
民
自
身
の
人
間
的
解
放
の
意
欲
に
基
づ
い
て
、
進
め
ら

　
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
客
観
的
お
よ
び
主
観
的
な
條
件
の
全
然
な
い
と
こ
ろ
に
（
つ
ま
り
農
民
自
身
が
法
人
化
を
必
要
と
考
え
な
い
と
こ
ろ

　
に
）
、
法
人
経
管
を
取
入
れ
て
も
、
殆
ん
ど
そ
の
効
果
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
上
か
ら
の
何
等
か
の
政
策
の
手
段
と
し
て
法
人
化
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
全
く

　
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
と
思
う
（
渡
邊
洋
三
「
農
業
法
人
と
家
族
制
度
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
七
號
三
六
頁
第
一
段
、
　
三
九
頁
第
一
段
ー
第
二
段
参
照
）
。
し
た
が
つ

　
て
こ
こ
で
法
制
化
の
原
則
を
考
え
る
に
つ
い
て
も
、
農
民
み
ず
か
ら
法
人
化
へ
の
意
欲
を
も
つ
て
い
る
（
近
々
も
つ
に
至
る
だ
ろ
う
）
と
思
わ
れ
る
客
観
的
條
件

　
（
商
品
生
産
）
お
よ
び
主
観
的
條
件
（
人
間
的
解
放
の
意
欲
）
の
、
ほ
ぽ
そ
な
わ
つ
て
い
る
地
逼
の
農
民
を
封
象
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て

二
五

（
一
山
ハ
一
二
一
）



農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て

二
六

r
一
山
ハ
一
二
一
一
）

二
　
共
同
化
法
人
と
一
世
帯
一
法
人

　
e
　
間
題
の
所
在

　
農
業
法
人
法
制
化
の
方
向
を
考
え
る
と
き
に
、
ま
ず
行
當
る
問
題
は
、
数
世
幣
な
い
し
十
薮
世
帯
の
農
家
が
維
螢
を
共
同
化
す
る
た
め
に
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

す
る
法
人
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
共
同
化
法
人
を
中
心
と
し
て
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
一
世
帯
に
属
す
る
者
を
も
つ
て
組
織
す
る
法
人
、
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ち
い
わ
ゆ
る
一
世
帯
一
法
人
を
中
心
と
し
て
考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
段
階
に
分
け
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
第
一
の
段
階
は
、
わ
が
國
農
業
の
現
欺
に
お
い
て
、

今
直
ち
に
共
同
化
法
人
を
組
織
す
る
こ
と
が
、
適
當
で
あ
る
か
（
或
い
は
必
要
で
あ
る
か
）
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
農
業
経
濟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

學
、
農
業
経
誉
學
な
い
し
は
農
業
政
策
學
の
分
野
に
お
い
て
研
究
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
段
階
は
、
共
同
化
法
人
が
も
し
適
當
（
必

要
）
で
あ
る
と
し
て
、
で
は
共
同
化
法
入
を
組
織
す
る
に
は
、
い
か
な
る
順
序
を
た
ど
つ
て
行
く
こ
と
が
適
當
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
。
こ
れ
は
農
業
経
濟
學
、
農
業
経
螢
學
な
い
し
は
農
業
政
策
學
の
分
野
に
お
い
て
も
研
究
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
法
學
の
分
野
に
お

い
て
も
研
究
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
右
の
第
一
段
階
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
專
門
外
の
筆
者
に
は
、
そ
れ
を
取
立
て
て
論
ず
る
資
格
が
な
い
。

そ
こ
で
共
同
化
法
人
が
適
當
（
必
要
）
で
あ
る
と
假
定
し
て
、
右
の
第
二
段
階
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
⇔
　
共
同
化
法
人
へ
の
プ
・
セ
ス
と
し
て
の
一
世
帯
一
法
人
の
意
義

　
共
同
化
法
人
を
組
織
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
も
、
こ
こ
で
は
農
業
法
入
の
法
制
化
は
、
共
同
化
法
人
中
心
か
、
一
世
帯
一
法

人
中
心
か
と
い
う
間
題
の
建
て
方
を
し
て
い
る
の
で
、
共
同
化
法
人
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
す
べ
て
の
間
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で

は
な
く
、
た
だ
共
同
化
法
人
へ
の
プ
・
セ
ス
に
お
け
る
一
世
帯
一
法
人
の
意
義
を
考
え
れ
ば
、
よ
ろ
し
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
b
う
ま
で
も
な
く
、
農
民
自
身
が
共
同
化
へ
の
意
欲
を
持
つ
の
は
、
共
同
化
に
よ
つ
て
、
各
世
帯
に
何
等
か
の
利
盆
が
生
ず
る
と
思
っ
た



と
き
で
あ
る
。
具
髄
的
に
は
、
経
費
の
節
約
、
販
費
償
格
の
維
持
檜
大
、
勢
力
の
節
約
（
適
正
配
分
）
、
技
術
の
向
上
、
資
本
の
集
中
、
負
債
の
完

濟
、
補
助
金
の
獲
得
等
各
種
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
要
す
る
に
共
同
化
（
い
か
な
る
面
、
い
か
な
る
程
度
の
共
同
化
で
あ
つ
て
も
）
に
よ
つ
て
、
各

世
帯
の
取
得
す
る
純
牧
盆
が
増
大
す
る
と
意
識
さ
れ
た
場
合
に
、
農
民
自
身
に
お
い
て
共
同
化
へ
の
意
欲
が
生
じ
、
ま
た
共
同
化
が
持
績
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
し
た
が
つ
て
具
饅
的
に
何
世
帯
か
の
農
家
が
、
共
同
化
法
人
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
各
世
帯
に
ど
れ
だ
け
の
純
牧

盆
の
増
加
を
も
た
ら
す
か
が
、
嚴
密
に
計
算
さ
れ
、
計
書
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
こ
の
嚴
密
な
計
算
、
計
書
の
資
料
は
ど
こ
か
ら
牧
集

し
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
資
料
の
主
な
も
の
は
、
共
同
化
せ
ん
と
す
る
各
農
家
の
経
螢
に
つ
い
て
の
過
去
お
よ
び
現
在
の
状
態
で
あ
ろ

（
5
）う

。
し
か
ら
ば
各
農
家
の
経
螢
の
状
態
は
、
各
農
家
の
世
帯
主
（
或
は
世
帯
員
）
に
明
確
に
把
握
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ

で
は
残
念
な
が
ら
そ
れ
が
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
徳
島
縣
勝
浦
町
の
農
業
法
人
運
動
の
リ
！
ダ
ー
と
な
つ
て
い
る
農
家
で
す
ら
、
法
人
化
（
一

世
帯
一
法
人
）
前
に
は
、
家
計
と
経
螢
が
分
離
せ
ず
、
自
分
自
身
の
経
螢
の
内
容
を
明
確
に
把
握
し
て
は
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
共
同
化

法
人
へ
の
プ
・
セ
ス
の
第
一
歩
は
、
そ
れ
に
参
加
せ
ん
と
す
る
各
世
帯
が
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
経
螢
内
容
を
明
確
に
把
握
し
、
そ
れ
を
相
互
に
知
ら

せ
合
い
、
了
解
し
合
え
る
状
態
に
な
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
具
艦
的
に
は
各
世
帯
の
農
民
が
、
家
計
と
維
螢
を
分
離
し
、
正

確
な
記
帳
を
な
し
、
ま
た
他
人
の
記
帳
を
一
見
し
て
理
解
し
得
る
能
力
を
具
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
更
に
共
同
化
法
人
組
織
の
た
め
の
計
算
、
計
書
を
適
確
に
途
行
す
る
に
は
、
牧
集
さ
れ
た
諸
資
料
を
利
用
す
る
に
充
分
な
企
業
的
合
理
的
経
螢

に
つ
い
て
の
能
力
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
が
ら
多
く
の
農
民
は
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
か
か
る
経
螢
能
力
を
具
備
し
て
い
る
と
は

い
い
難
い
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
共
同
化
法
人
へ
の
プ
・
セ
ス
に
お
い
て
は
、
農
民
各
自
が
、
経
螢
と
家
計
を
分
離
し
、
從
來
の
自
己
の
維
醤
内
容
を
明

確
に
把
握
し
、
企
業
的
合
理
的
経
螢
を
計
書
的
に
途
行
す
る
能
力
を
持
つ
、
と
い
う
段
階
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
こ
れ
は

　
　
　
農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
一
六
三
三
）



　
　
　
農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
ウ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
　
（
一
六
三
四
）

い
か
に
し
て
實
現
さ
れ
得
る
か
、
そ
の
方
策
い
か
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
方
策
と
し
て
は
、
た
だ
外
部
的
に
そ
の
必
要
を
宣
傳
し
、
時
々

講
習
會
な
ど
を
開
催
し
て
み
て
も
大
し
て
効
果
は
あ
が
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
各
世
帯
軍
位
に
お
い
て
、
経
螢
と
家
計
を
分
離
し
、
記
帳
を
確
實

に
行
い
、
合
理
的
な
経
螢
を
計
書
的
に
途
行
す
る
こ
と
が
、
現
實
に
直
ち
に
農
民
自
身
に
利
猛
を
も
た
ら
す
よ
う
な
、
制
度
的
な
軌
道
を
と
と
の

え
る
こ
と
が
、
最
も
適
當
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
一
世
幣
一
法
人
の
意
義
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
世
帯
一
法
人
が
右
に
述
べ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

制
度
的
軌
道
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
得
る
こ
と
は
、
現
存
の
徳
島
縣
勝
浦
町
の
一
世
幣
一
法
人
が
、
實
詮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
も
一
世
帯
一
法
人
の
型
態
が
、
非
常
に
意
義
の
あ
る
黙
は
、
企
業
的
合
理
的
経
螢
に
つ
い
て
の
経
験
を
得
る
者
が
、
各
世
帯
の
世
帯
主
の

み
で
な
く
、
肚
員
（
“
役
員
）
た
る
世
幣
員
全
髄
に
及
び
、
更
に
企
業
的
合
理
的
経
螢
の
實
施
に
よ
つ
て
利
盆
を
得
る
者
も
亦
、
各
世
帯
の
世
帯

主
の
み
な
ら
ず
世
帯
員
全
部
（
こ
の
利
釜
は
必
ず
し
も
肚
員
で
あ
る
者
の
み
に
限
ら
な
い
）
に
及
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
農
民
の
人
間
的
解
放
の

貼
か
ら
み
て
重
大
な
意
昧
を
持
つ
の
で
あ
る
が
（
後
述
）
、
共
同
化
法
人
へ
の
プ
・
セ
ス
と
し
て
の
債
値
も
見
落
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
共
同
化
す
る
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
よ
る
経
濟
的
利
盆
の
ほ
か
に
人
的
紐
帯
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
人
的
紐
帯
と
し
て
青
年
、
特
に
各
世

帯
の
あ
と
と
り
と
な
る
青
年
が
大
き
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
各
世
帯
内
に
お
い
て
青
年
の
地
位
が
低
く
護
言
力
が
弱
け
れ
ぱ
、

い
か
に
彼
等
だ
け
が
力
ん
で
も
共
同
化
は
前
進
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
各
世
帯
に
お
け
る
青
年
、
特
に
あ
と
と
り
と
な
る
息
子
夫
婦
の
地

位
を
高
め
、
襲
言
力
を
彊
く
す
る
上
に
お
い
て
、
一
世
帯
一
法
人
が
著
し
い
機
能
を
穫
揮
し
た
こ
と
は
、
徳
島
縣
勝
浦
町
の
現
存
の
一
世
帯
一
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

人
に
よ
つ
て
實
謹
さ
れ
て
い
る
。

　
右
の
如
く
考
え
て
來
て
、
共
同
化
法
人
へ
の
プ
・
セ
ス
と
し
て
、
一
世
帯
一
法
人
が
高
い
債
値
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
つ
た
の
で
あ
る
。
も
つ
と

も
具
鰹
的
に
は
、
一
世
帯
一
法
人
の
経
験
を
経
た
上
で
、
し
か
る
後
そ
れ
を
解
散
し
て
共
同
化
法
人
を
設
立
す
る
方
法
と
、
共
同
化
法
人
設
立
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

も
一
世
帯
一
法
人
を
解
散
せ
ず
し
て
、
む
し
ろ
一
世
帯
一
法
人
を
構
成
メ
ン
バ
ー
と
す
る
共
同
化
法
人
を
設
立
す
る
方
法
と
が
あ
り
得
る
。
こ
の

選
揮
は
、
地
域
の
事
情
に
感
じ
、
農
民
自
身
の
意
思
に
よ
つ
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



　
日
　
一
世
帯
一
法
人
の
濁
自
の
意
義

　
以
上
は
共
同
化
法
人
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
へ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
一
世
帯
一
法
人
の
債
値
を
考
察
し
た
の
で
あ
る

が
、
共
同
化
法
入
が
必
要
で
は
な
い
こ
と
（
或
い
は
共
同
化
法
人
と
併
存
的
に
一
世
帯
一
法
人
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
）
を
前
提
と
し
て
、
一
世
帯
一
法
人
の

憤
値
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
す
で
に
述
べ
た
如
き
一
世
帯
一
法
人
の
持
つ
、
共
同
化
法
人
へ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
慣
値
が
、
同
時

に
一
世
帯
一
法
人
獅
自
の
憤
値
で
も
あ
る
と
い
つ
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
今
日
に
お
け
る
法
人
化
運
動
は
、
共
同
化
法
人
の
場
合
で
も
、
杜
會
化
に

通
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
企
業
化
の
一
側
面
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
共
同
化
と
い
つ
て
も
、
共
同
化
す
る
こ
と
そ
れ
自
身
に
猫
自
の
意
義
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
わ
け
で
は
な
い
。
共
同
化
は
、
む
し
ろ
企
業
と
し
て
よ
り
牧
盆
を
あ
げ
る
た
め
の
大
規
模
化
の
一
型
態
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
か
か
る
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

味
か
ら
す
れ
ば
、
一
世
帯
一
法
人
で
も
、
共
同
化
法
人
と
同
様
の
牧
盆
を
あ
げ
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
さ
し
つ
か
え
な
い
わ
け
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
一

世
帯
一
法
人
が
猫
自
の
意
昧
を
持
つ
飴
地
が
存
す
る
よ
う
に
思
う
。

　
要
す
る
に
共
同
化
法
人
の
必
要
性
を
前
提
と
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
世
帯
一
法
人
の
存
在
領
値
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
農
業
法
人
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

制
化
の
方
向
と
し
て
、
｝
世
幣
一
法
人
を
輕
覗
す
る
こ
と
は
失
當
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
土
ハ
同
化
法
人
を
輕
覗
せ
よ
と
い
う
の
で
は
な
い
が
）
。

　
（
1
）
　
一
般
に
共
同
化
法
人
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
何
の
共
同
化
を
目
的
と
す
る
も
の
な
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
特
に
現
在
の
農
業
協

　
　
同
組
合
と
は
別
に
一
法
人
を
組
織
し
て
の
共
同
化
を
考
え
る
以
上
、
軍
な
る
販
費
、
購
買
、
信
用
等
の
流
通
面
や
作
業
面
の
共
同
化
を
行
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
農

　
業
生
産
経
螢
そ
の
も
の
の
共
同
化
を
め
ざ
す
も
の
で
な
け
れ
ば
充
分
の
意
味
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
共
同
化
法
人
と
い
う
場
合
は
、
農
業
生
産
経
瞥

　
　
そ
の
も
の
の
共
同
化
を
め
ざ
す
法
人
を
念
頭
に
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
（
2
）
　
必
ず
し
も
嚴
格
に
、
同
一
世
帯
に
島
す
る
者
の
み
に
よ
つ
て
組
織
さ
れ
ず
、
他
の
世
帯
に
厨
す
る
農
民
が
、
一
、
二
名
参
加
し
て
い
る
場
合
に
も
、
特
に
複

　
　
数
の
農
家
の
経
螢
の
共
同
化
を
め
ざ
す
も
の
で
な
い
揚
合
に
は
、
一
世
幣
一
法
人
の
部
類
に
入
れ
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
3
）
　
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
法
學
が
全
く
無
關
係
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
公
法
學
は
若
干
の
關
係
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

　
（
4
）
　
特
に
立
法
學
と
し
て
の
私
法
學
が
、
法
肚
會
學
の
協
力
の
下
に
こ
の
問
題
を
碑
究
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
5
）
　
全
國
農
業
會
議
所
「
農
業
法
人
を
設
立
す
る
ま
で
の
手
績
」
（
昭
和
三
五
年
六
月
）
七
頁
－
一
〇
頁

　
　
　
　
農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
V
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
（
一
六
三
五
）



　
　
　
農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
（
一
六
三
六
）

　
　
も
つ
と
も
共
同
化
法
人
の
業
務
の
内
容
が
、
從
來
の
各
世
帯
の
経
管
と
あ
ま
り
關
係
を
持
た
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
費
料
は
そ
れ
ほ
ど
必
要
で
は
な
い
か
も
知

　
れ
な
い
。
か
か
る
共
同
化
法
人
な
ら
ば
、
そ
れ
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
や
か
ま
し
く
議
論
す
る
必
要
は
す
く
な
い
ρ
農
業
経
螢
の
共
同
化
を
め
ざ
し
法
人
に
つ
い
て
の

　
濁
自
の
間
題
に
つ
い
て
）
。
例
え
ば
今
ま
で
耕
種
を
中
心
と
し
て
紅
管
し
て
い
た
数
世
帯
の
農
家
が
、
あ
ら
た
に
共
同
し
て
養
鶉
、
畜
産
の
事
業
を
目
的
と
す
る

　
共
同
化
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
如
ぎ
も
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
詳
細
は
別
に
報
告
す
る
が
、
要
す
る
に
法
的
制
度
の
規
制
力
（
そ
の
制
度
を
利
用
し
よ
う
と
み
ず
か
ら
決
意
し
た
者
に
封
す
る
）
と
、
現
實
に
利
盆
を
も
た

　
ら
す
こ
と
、
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
7
）
　
詳
細
は
別
に
報
告
す
る
が
、
要
す
る
に
世
帯
員
に
し
て
農
業
に
從
事
す
る
者
が
、
す
べ
て
有
限
會
杜
の
肚
員
と
な
り
同
時
に
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
と
な
る

　
こ
と
に
よ
つ
て
、
経
管
に
封
す
る
責
任
と
登
言
力
を
持
ち
（
現
實
に
は
、
杜
員
総
會
で
も
人
敷
に
よ
る
多
数
決
で
決
議
す
る
）
、
ま
た
現
實
に
報
酬
（
月
給
）
を

　
受
け
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
8
）
　
會
肚
型
態
を
採
る
と
し
て
も
、
共
同
化
法
人
が
合
名
會
肚
ま
た
は
合
資
會
杜
の
型
態
に
よ
つ
て
設
立
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
ず
、
多
く
は
有
限
會
杜

　
（
或
い
は
株
式
會
肚
？
）
の
型
態
を
採
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
世
帯
一
法
人
た
る
會
杜
が
、
共
同
化
法
人
た
る
會
肚
の
肚
員
と
な
る
こ
と
は
、
概
ね
可
能
で
あ
る

　
（
商
五
五
條
、
有
會
四
條
）
。

（
9
）
　
中
村
廣
次
「
最
近
の
農
業
問
題
と
農
業
委
員
會
」
法
律
時
報
三
二
巻
七
號
（
昭
和
三
五
年
六
月
）
二
六
頁
－
二
七
頁
。
全
國
農
業
會
議
所
農
地
課
試
案
「
農

　
業
法
人
問
題
に
封
す
る
考
え
方
と
法
制
化
の
方
針
案
」
（
昭
和
三
四
年
七
月
二
四
日
）
〔
會
議
所
「
資
料
集
」
一
八
九
頁
〕

（
1
0
）
　
ち
な
み
に
竹
村
正
一
・
高
知
縣
農
業
會
議
事
務
局
長
「
農
業
生
産
組
合
法
案
草
稿
」
（
昭
和
三
四
年
六
月
一
七
目
）
第
六
條
で
は
、
耕
作
の
業
務
に
供
す
る

　
農
地
面
積
が
一
町
五
反
以
上
で
あ
る
場
合
に
、
一
世
帯
一
法
人
を
設
立
し
得
る
も
の
と
し
て
い
る
〔
會
議
所
「
資
料
集
」
　
一
七
九
頁
〕
。

（
1
1
）
　
大
野
實
雄
「
農
業
の
商
化
現
象
」
綜
合
法
學
一
六
號
（
昭
和
三
四
年
一
一
月
）
　
一
〇
頁
滲
照
。
ま
た
こ
れ
は
一
般
的
に
言
い
う
る
こ
と
で
あ
り
、
地
域
に
よ

　
り
、
ま
た
法
人
の
事
業
の
種
類
に
よ
り
（
註
5
で
述
べ
た
如
き
場
合
）
、
個
々
具
艦
的
に
は
、
ど
ち
ら
か
の
型
が
殆
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
場
合
も
生
ず
る
こ
と

　
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

三
　
會
肚
方
式
と
農
業
協
同
組
合
方
式

e
問
題
の
所
在

農
業
法
人
の
型
態
に
關
し
て
は
、

既
存
の
會
肚
（
特
に
有
限
會
肚
）
を
基
礎
と
し
た
も
の
（
い
わ
ゆ
る
會
杜
方
式
）
が
適
當
で
あ
る
か
、
或
い
は
既



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
」

存
の
農
業
協
同
組
合
（
以
下
農
協
と
略
稔
重
を
基
礎
と
し
た
も
の
（
い
わ
ゆ
る
農
協
方
尊
が
適
當
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、

ま
ず
、
制
度
目
的
、
組
織
（
構
成
員
と
法
人
と
の
關
係
）
、
現
存
農
協
と
の
關
係
の
三
面
か
ら
、
一
般
的
に
、
會
杜
方
式
（
主
に
有
限
會
杜
）
と
農
協
方

式
の
長
所
短
所
を
検
討
し
、
次
に
↓
世
帯
一
法
人
の
場
合
と
共
同
化
法
人
の
場
合
と
に
分
け
て
、
會
杜
方
式
（
主
に
有
限
會
杜
）
と
農
協
方
式
の
い

ず
れ
が
適
當
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
。

　
⇔
　
一
般
的
に
み
た
會
肚
方
式
（
主
に
有
限
會
祉
）
と
農
協
方
式
と
の
比
較

　
侑
　
制
度
目
的
な
い
し
基
本
的
性
格
　
會
祉
は
螢
利
を
目
的
と
す
る
杜
團
法
人
で
あ
り
（
有
會
一
條
、
商
五
二
條
．
五
四
條
）
、
農
業
経
螢
を
目
的

と
す
る
場
合
に
も
、
「
商
人
」
と
み
な
さ
れ
る
（
有
會
二
條
、
商
四
條
－
項
）
。
農
協
（
現
行
法
上
の
）
は
、
組
合
員
（
原
則
と
し
て
農
民
）
の
相
互
扶
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
、
國
民
維
濟
の
嚢
展
に
寄
與
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
中
間
法
人
で
あ
る
（
農
協
一
條
．
三
條
．
五
條
．
一
二
條
等
）
。
し
た
が
つ
て
農
協
は
、

そ
の
行
う
事
業
に
よ
つ
て
そ
の
組
合
員
の
た
め
に
最
大
の
奉
仕
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
螢
利
を
目
的
と
し
て
そ
の
事
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な

い
、
と
さ
れ
て
い
る
（
農
協
八
條
）
。
そ
し
て
そ
の
行
い
得
る
事
業
範
園
が
限
定
さ
れ
て
い
る
（
農
協
一
〇
條
）
。

　
右
の
如
き
基
本
的
性
格
の
相
違
を
、
前
述
し
た
農
業
法
人
化
の
企
業
的
性
格
と
封
比
し
て
考
え
る
と
、
む
し
ろ
會
阯
型
態
の
方
が
、
農
業
法
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
し
て
よ
り
適
當
（
な
場
合
が
多
い
）
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
㈲
　
組
織
（
構
成
員
と
法
人
と
の
關
係
）
　
法
律
上
は
、
會
肚
も
農
協
も
法
人
格
を
有
し
、
維
濟
取
引
の
場
に
お
い
て
、
獅
立
し
た
一
軍
位
の
、
椹

利
義
務
の
主
艦
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
法
人
と
そ
の
各
構
成
メ
ソ
バ
ー
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
法
肚
會
學
的
（
な

い
し
祉
會
的
経
濟
的
）
に
考
察
し
て
み
る
と
、
雨
者
の
間
に
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
會
肚
、
特
に
有
限
會
杜
（
そ
の
他
の
小
規
模
の
會

肚
）
に
お
い
て
は
、
批
員
各
自
は
、
一
軍
位
の
企
業
主
膿
と
し
て
の
會
肚
の
中
に
、
か
な
り
の
程
度
に
自
己
を
渡
入
せ
し
め
て
い
る
。
つ
ま
り
小

規
模
の
會
杜
に
お
い
て
は
、
會
肚
自
饅
が
、
核
心
的
に
凝
結
し
た
↓
企
業
輩
位
で
あ
り
、
肚
員
各
自
の
企
業
主
艦
と
し
て
の
性
格
は
、
か
な
り
稀

薄
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
比
較
し
て
農
協
と
各
組
合
員
と
の
關
係
に
お
い
て
は
、
各
組
合
員
の
維
濟
の
主
髄
と
し
て
の
猫
立
性
が
、
あ
ま
り
稀

　
　
　
農
業
法
人
法
制
化
（
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
　
　
　
（
一
六
三
七
）



　
　
　
農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
一
六
三
八
）

薄
に
な
ら
ず
、
む
し
ろ
各
組
合
員
の
経
濟
主
饅
性
に
基
く
活
動
を
、
援
助
す
る
た
め
に
、
農
協
自
髄
の
存
在
意
義
が
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
つ
て
農
協
自
髄
は
、
會
杜
よ
り
も
、
み
ず
か
ら
が
核
心
的
に
凝
結
す
る
程
度
が
低
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
人
の
本
質
の
相
違
と
關
蓮
し
て
、
會
肚
の
構
成
メ
ン
パ
ー
が
、
自
己
自
身
を
攣
質
さ
れ
る
度
合
は
、
農
協
の
構

成
メ
と
ハ
！
が
自
己
自
身
を
攣
質
さ
せ
る
度
合
よ
り
も
、
彊
い
と
い
う
こ
と
を
意
昧
す
る
。
過
去
の
経
験
に
よ
つ
て
み
て
も
、
農
協
が
組
合
員
農

家
（
な
い
し
世
帯
員
）
の
性
格
を
攣
え
た
と
い
う
こ
と
が
（
自
給
自
足
的
な
い
し
箪
純
な
物
量
生
産
主
義
の
経
螢
か
ら
、
企
業
的
経
螢
へ
と
）
、
　
殆
ん
ど
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
て
そ
こ
で
農
業
法
人
化
蓮
動
の
企
業
的
性
格
に
、
會
肚
方
式
と
農
協
方
式
の
い
ず
れ
が
適
す
る
か
を
考
え
て
み
る

と
、
各
農
家
世
帯
が
、
す
で
に
企
業
主
髄
と
し
て
の
性
格
を
形
式
的
（
つ
ま
り
一
世
帯
一
法
人
と
な
つ
て
い
る
場
合
）
ま
た
は
實
質
的
に
具
備
し
て
い

る
場
合
に
は
、
農
協
方
式
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
が
（
會
肚
方
式
で
も
よ
か
ろ
う
）
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
む
し
ろ
會
肚
方
式
の
方
が
適
當
な
の

　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
⑳
　
現
存
農
協
と
の
關
係
　
現
在
ま
で
の
事
態
か
ら
老
え
る
と
、
共
同
化
法
人
を
組
織
す
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
現
存
す
る
農
協
を
不
要
な
ら

し
め
る
よ
う
な
、
生
産
過
程
と
流
通
過
程
の
全
部
を
包
括
す
る
と
こ
ろ
の
大
規
模
法
人
の
出
現
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
一
世
帯
一
法
人

の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
共
同
化
法
人
設
立
後
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
農
業
法
人
を
組
合
員
と
し
て
、
そ
の
相
互
扶
助
、
特
に
販
費
、
購

買
、
信
用
と
い
う
過
程
に
お
い
て
、
非
農
民
的
企
業
に
よ
る
牧
奪
を
ま
ぬ
が
れ
る
た
め
κ
、
農
協
の
必
要
性
は
、
全
く
攣
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
農
業
法
人
の
組
織
は
、
現
行
農
協
法
に
規
定
さ
れ
た
如
き
性
格
の
（
つ
ま
り
農
業
生
産
経
管
を
目
的
と
す
る
の
で
な
い
）
農
協
の
構
成
メ
ン
バ
ー
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

り
得
る
性
格
を
持
つ
こ
ζ
が
要
求
さ
れ
る
。

　
こ
の
黙
か
ら
み
る
と
、
農
業
法
人
の
型
態
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
農
協
方
式
の
方
が
よ
り
適
當
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
農
協
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
政
府
案
）
の
如
く
、
農
業
経
螢
自
饅
を
行
う
小
農
協
（
農
業
生
産
協
同
組
合
）
を
、
現
存
農
協
の
下
部
組
織
た
る
農
業
法

人
と
し
て
認
め
る
こ
と
の
意
義
が
承
認
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
會
肚
型
態
の
場
合
で
も
、
絶
封
に
現
存
農
協
の
組
合
員
と
し
て
な
じ
み



得
る
も
の
が
考
案
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
人
の
準
擦
法
の
形
式
的
相
違
に
と
ら
わ
れ
な
い
限
り
は
、
現
行
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

限
會
杜
法
の
解
繹
と
し
て
許
さ
れ
る
範
園
内
で
、
定
款
の
規
定
に
つ
い
て
工
夫
し
、
或
い
は
．
こ
く
若
干
の
特
別
法
を
制
定
す
る
程
度
で
、
運
用
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　
し

注
意
す
れ
ば
實
質
的
に
は
、
今
日
公
表
さ
れ
て
い
る
農
協
方
式
案
と
大
差
の
な
い
も
の
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
㊧
　
一
世
帯
一
法
人
と
共
同
化
法
人
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
會
肚
方
式
（
主
に
有
限
會
肚
）
と
農
協
方
式

　
ω
　
一
世
帯
一
法
人
と
し
て
の
會
肚
方
式
　
一
世
帯
一
法
人
と
し
て
の
會
肚
、
特
に
有
限
會
祉
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
肚
員
総
會
に
お
け
る
、
議

決
穫
の
個
藪
の
基
準
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
黙
に
つ
い
て
定
款
で
別
段
の
定
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
各
斌
員
は
出

資
一
口
に
つ
い
て
一
個
の
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
（
有
會
三
九
條
）
。
と
こ
ろ
で
一
世
幣
一
法
入
に
お
い
て
比
較
的
多
く
の
持
分
を
有
す
る

肚
員
は
、
世
帯
主
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
（
世
帯
主
が
農
地
の
所
有
名
義
人
で
あ
る
場
合
が
多
い
か
ら
）
、
一
方
、
法
人
化
運
動
を
推
進
し
（
一

世
帯
一
法
人
で
も
）
、
現
に
各
法
人
に
お
い
て
経
螢
の
リ
！
ダ
ー
と
な
り
、
先
進
農
業
技
術
を
身
に
つ
け
た
者
は
、
多
く
の
場
合
、
二
十
歳
嘉
、
三

十
歳
豪
（
せ
い
ぜ
い
四
＋
歳
豪
ま
で
）
の
あ
と
と
り
（
お
よ
び
そ
の
妻
）
で
あ
る
。
も
し
総
會
の
決
議
が
、
實
際
に
、
企
業
的
経
螢
の
才
能
と
ぼ
し
く
、

法
人
化
を
軍
に
税
金
封
策
と
し
て
の
み
考
え
、
ま
た
家
族
關
係
の
明
朗
化
に
も
熱
意
の
な
い
、
老
年
の
世
帯
主
の
議
決
構
に
ょ
っ
て
左
右
さ
れ
る

と
な
る
と
、
農
業
法
人
の
正
常
な
襲
展
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
徳
島
縣
勝
浦
町
に
お
け
る
一
世
帯
一
法
人
の
現
歌
を
み
る

と
、
定
款
の
文
言
上
は
、
や
は
り
議
決
穫
の
個
藪
は
持
分
に
比
例
す
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
事
實
上
は
一
人
一
個
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の
議
決
穫
を
認
め
て
い
る
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
杜
員
が
す
べ
て
取
締
役
憲
た
は
監
査
役
）
で
あ
る
こ
と
が
、
事
實
上
役
員
禽
と
杜

員
総
會
の
匠
別
を
あ
い
ま
い
な
ら
し
め
、
役
員
會
に
お
け
る
人
轍
に
よ
る
多
藪
決
の
原
則
が
（
有
會
エ
ハ
條
）
、
杜
員
総
禽
に
ま
で
及
ん
で
い
る
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
事
實
上
は
か
え
つ
て
、
若
い
あ
と
と
り
の
熱
意
、
能
力
が
生
か
さ
れ
、
家
族
關
係
の
明
朗
化
に
も
寄
與
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　
右
の
實
例
に
つ
い
て
み
た
よ
う
に
、
今
の
と
こ
ろ
議
決
椹
の
個
藪
が
持
分
に
比
例
す
る
と
い
う
原
則
か
ら
、
農
業
法
人
の
立
場
か
ら
み
て
不
都
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合
な
事
態
は
殆
ん
ど
生
じ
て
い
な
い
と
推
察
さ
れ
る
が
、
し
か
し
書
か
れ
た
規
範
と
行
わ
れ
る
規
範
と
が
く
い
ち
が
つ
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
め
ら

れ
た
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
や
は
り
一
般
的
に
い
つ
て
、
定
款
を
以
て
各
肚
員
が
一
個
の
議
決
穫
を
有
す
る
旨
を
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で

　
（
皿
）

あ
ろ
う
。

　
一
世
帯
一
法
人
と
し
て
の
有
限
會
杜
に
つ
い
て
、
次
に
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
農
地
法
の
基
本
原
理
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
自

作
農
主
義
と
の
關
係
で
あ
る
。
自
作
農
主
義
と
は
、
農
地
の
所
有
と
農
業
経
螢
と
の
一
致
、
お
よ
び
農
業
経
螢
と
農
業
勢
働
と
の
一
致
を
意
味
す

る
。
現
行
農
地
法
（
な
い
し
そ
の
農
林
當
局
の
解
繹
）
は
、
所
有
と
経
螢
の
一
致
、
経
螢
と
勢
働
の
一
致
を
、
極
め
て
技
巧
的
に
、
表
面
的
形
式
的
に

な
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
世
帯
一
法
人
蓮
動
は
、
こ
の
三
者
の
一
致
を
法
人
と
い
う
法
制
度
を
利
用
し
て
、
し
か
も
實
質
的
に
達
成
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
實
質
的
に
は
農
地
を
世
帯
軍
位
で
所
有
し
、
世
幣
員
全
部
が
勢
働
に
從
事
し
て
い
る
も
の
が
（
後
述
す
る
如

き
農
家
世
帯
の
中
間
法
人
性
）
、
形
式
的
に
は
世
帯
主
個
人
の
経
螢
と
さ
れ
、
世
幣
主
個
人
名
義
で
所
有
す
る
農
地
を
、
世
帯
主
個
人
が
凋
裁
的
に
蓮

螢
し
、
世
帯
員
は
無
報
酬
で
た
だ
勢
働
し
て
い
る
（
他
律
的
無
償
勢
働
）
、
と
い
う
の
が
農
地
法
の
自
作
農
主
義
の
現
實
の
姿
で
あ
る
。
こ
れ
に
鉗

し
世
帯
員
全
員
（
農
業
に
從
事
す
る
）
で
法
人
を
組
織
し
、
農
地
を
法
人
の
所
有
と
し
（
つ
ま
り
法
人
と
い
う
法
技
術
を
利
用
し
て
農
地
が
世
帯
員
全
艦
の
所

有
物
で
あ
る
こ
と
を
法
律
的
に
顯
現
す
る
）
、
肚
員
の
合
議
で
そ
れ
を
蓮
螢
し
、
肚
員
の
螢
働
に
は
報
酬
を
支
沸
う
、
こ
と
に
よ
つ
て
實
質
的
に
、
無

理
の
な
い
姿
で
、
所
有
と
経
螢
と
の
一
致
、
維
螢
と
螢
働
と
の
一
致
（
自
律
的
有
償
勢
働
）
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
が
（
そ
れ
が
實
現
し
つ
つ
あ
る
の
が
）

法
人
化
蓮
動
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
法
人
化
は
、
眞
の
意
味
の
自
作
農
主
義
の
否
定
で
は
な
く
、
か
え
つ
て
そ
の
徹
底
な
い
し
近
代
的
方
向
へ
の

螢
展
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
會
杜
型
態
に
よ
る
一
世
帯
一
法
人
が
、
こ
の
よ
う
な
眞
の
意
味
に
お
け
る
（
實
質
的
、
近
代
的
）
自
作
農
主
義
の
實
現
に
、
さ
ま
た
げ
と

な
る
要
素
を
持
つ
て
い
る
か
否
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
所
有
と
経
螢
の
一
致
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
例
の
如
く
、
有
限
會
杜
に

お
い
て
も
杜
員
が
す
べ
て
取
締
役
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
（
あ
え
て
合
名
會
肚
の
型
態
に
ょ
ら
な
く
て
も
）
、
容
易
に
そ
の
實
現
が
な
さ
れ
る
。
ま



た
維
螢
と
螢
働
の
一
致
に
つ
い
て
は
、
實
際
間
題
と
し
て
世
帯
員
中
の
農
業
螢
働
に
從
事
す
る
者
は
概
ね
す
べ
て
杜
員
と
な
り
、
更
に
取
締
役
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

な
る
の
が
自
然
の
勢
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
黙
も
さ
し
て
心
配
な
い
と
思
う
。

　
な
お
非
農
民
に
よ
る
支
配
、
干
渉
を
さ
け
る
た
め
法
律
を
以
て
肚
員
資
格
に
つ
い
て
一
定
の
制
限
を
設
け
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
當
然
で
あ

る
。
そ
し
て
か
か
る
制
限
を
設
け
る
こ
と
は
、
株
式
會
杜
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
そ
の
他
の
會
肚
に
つ
い
て
は
、
會
枇
法
の
立
場
か
ら
み
て
も

背
理
で
は
な
か
ろ
う
（
有
會
一
九
條
、
商
七
三
條
・
一
五
四
條
）
。

　
⑨
　
一
世
帯
一
法
人
と
し
て
の
農
協
方
式
　
前
述
し
た
如
く
元
來
農
協
は
、
組
合
員
の
凋
自
の
維
螢
活
動
を
援
助
す
る
組
織
で
あ
る
が
、
同
一

世
帯
に
属
す
る
各
世
帯
員
は
、
猫
自
の
企
業
活
動
を
な
す
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
一
世
帯
一
法
人
を
、
農
協
方
式
に
よ
つ
て
設
立
す
る
こ
と
は
、

一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
一
世
帯
叫
法
人
と
し
て
、
從
來
の
農
協
と
は
事
業
内
容
の
異
な
つ
た
い
わ
ゆ
る
小
規
模
な
生
産
農
協
の
型
態

が
採
ら
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
得
よ
う
が
、
こ
の
生
産
農
協
の
性
質
は
、
會
肚
に
接
近
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
特
に
論
ず
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
⑲
　
共
同
化
法
人
と
し
て
の
會
肚
方
式
（
主
に
有
限
會
杜
）
　
共
同
化
法
人
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
共
同
化
法
人
た
る
會
肚
の
杜
員
は
誰
か
、
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
一
世
帯
一
法
人
が
祉
員
と
な
る
場
合
、
第
二
に
各
世
帯
の
世
帯
ギ
（
或
い
は
農
地
所
有
名
義
人
）
の
み
が
杜
員
と
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B
）

な
る
場
合
、
第
三
に
各
世
帯
の
農
業
に
從
事
す
る
世
帯
員
全
員
が
肚
員
と
な
る
場
合
、
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ど
の
場
合
か
に
よ
つ
て
多

少
の
相
違
が
あ
る
と
思
う
が
、
も
し
杜
員
絡
會
に
お
け
る
議
決
椹
の
個
籔
が
、
各
祉
員
の
持
分
に
比
例
す
る
と
す
れ
ば
、
お
し
な
べ
て
い
わ
ゆ
る

大
農
側
の
稜
言
力
が
彊
く
な
り
、
小
農
側
か
ら
の
分
裂
を
招
き
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
反
封
に
一
人
一
議
決
椹
と
す
る
と
、
お
し
な
べ
て
小
農
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製
）

側
の
襲
言
力
が
彊
く
な
り
、
大
農
側
か
ら
の
分
裂
を
招
き
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
結
局
各
法
人
の
具
艦
的
事
情
に
慮
じ
て
定
款

に
お
い
て
こ
の
貼
の
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
自
作
農
主
義
、
す
な
わ
ち
所
有
と
経
螢
お
よ
び
経
螢
と
螢
働
の
一
致
の
要
請
、
に
つ
い
て
み
る
。
肚
員
と
な
る
者
の
種
類
の
ち
が
い
に
よ

つ
て
差
が
あ
る
が
、
お
し
な
べ
て
所
有
と
経
螢
、
経
螢
と
勢
働
の
一
致
を
共
同
化
法
入
の
段
階
で
し
か
も
直
接
的
に
實
現
す
る
こ
と
、
は
な
は
だ
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農
業
法
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法
制
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い
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困
難
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
一
世
帯
一
法
人
を
肚
員
と
す
る
共
同
化
會
祉
な
ら
ば
、
こ
れ
が
間
接
に
實
現
さ
れ
る
。
世
帯
主
の
み
を
杜
員
と
す
る

共
同
化
會
杜
な
ら
ば
、
世
帯
主
に
つ
い
て
の
み
、
こ
れ
が
間
接
的
に
實
現
さ
れ
、
か
つ
世
帯
員
に
つ
い
て
は
無
償
勢
働
が
有
償
勢
働
（
有
償
だ
が
他

律
的
勢
働
）
に
攣
る
だ
け
で
あ
る
。
各
世
帯
員
を
肚
員
と
す
る
共
同
化
會
肚
な
ら
ば
、
こ
れ
が
間
接
的
に
實
現
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
か
か

る
間
題
と
な
る
と
、
議
決
樺
の
個
歎
決
定
の
基
準
、
會
杜
が
農
地
に
つ
い
て
取
得
す
る
椹
利
の
種
類
、
會
肚
の
業
務
内
容
な
ど
が
開
蓮
し
て
、
一

概
に
は
長
短
が
到
蜥
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
個
々
の
法
人
に
つ
い
て
、
具
饅
的
事
情
に
慮
じ
て
工
夫
す
べ
ぎ
こ
と
で
あ
る
。
な
お
非
農
民
に

よ
る
支
配
、
干
渉
に
封
し
て
排
．
除
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
◎
　
共
同
化
法
人
と
し
て
の
農
協
方
式
　
共
同
化
法
人
と
し
て
の
農
協
の
場
合
に
は
、
共
同
化
法
人
と
し
て
の
會
肚
の
場
合
以
上
に
、
誰
が
そ

の
組
合
員
と
な
る
か
、
が
重
要
な
間
題
と
な
る
。
と
い
う
の
は
前
述
の
如
く
、
農
協
は
元
來
そ
の
組
合
員
各
自
の
性
格
を
攣
更
す
る
力
が
弱
い
か

ら
で
あ
る
。
法
人
化
運
動
の
企
業
化
的
性
格
と
こ
の
黙
と
を
合
せ
考
え
る
と
、
一
世
帯
噌
法
人
が
組
合
員
と
な
る
場
合
が
、
最
も
適
當
で
あ
り
、

世
帯
主
の
み
が
組
合
員
と
な
る
場
合
は
、
最
も
不
適
當
で
あ
る
（
ち
な
み
に
現
存
農
協
は
、
む
し
ろ
世
帯
主
の
み
を
組
合
員
と
し
て
い
る
場
合
－
世
帯
員
が

組
合
員
と
な
つ
て
い
る
と
き
で
も
輩
に
役
員
の
選
畢
封
策
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
場
合
ー
が
か
な
り
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）
。

　
議
決
穫
の
個
藪
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
會
肚
方
式
で
一
人
一
議
決
穫
と
し
た
場
合
と
大
差
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
所
有
と
維
螢
、
経
螢
と
螢

働
と
の
一
致
を
要
講
す
る
原
則
と
の
關
係
に
つ
い
て
も
、
實
際
上
は
會
杜
方
式
と
ほ
ぼ
同
様
に
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
非
農
民
に
よ
る

支
配
、
干
渉
に
封
す
る
排
除
措
置
の
必
要
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
法
人
の
型
態
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
如
く
、
は
つ
き
り
し
た
結
論
が
出
な
い
よ
う
な
結
果
と
な
つ
た
が
、
こ
れ
は
結
局
法
制
化
に
際

し
て
、
ど
れ
か
一
つ
の
型
態
の
み
に
限
定
し
て
行
く
こ
と
の
困
難
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
故
に
法
制
化
の
方
向
と
し
て
は
、
何
種
類
か

の
型
を
規
定
し
、
具
艦
的
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
農
民
自
身
の
選
揮
を
可
能
な
ら
し
め
る
（
そ
の
際
の
助
言
、
指
導
は
必
要
だ
ろ
う
が
）
こ
と
が
適
當
で

あ
ろ
う
。



・
1
）
　
現
行
法
の
下
に
お
け
る
農
協
は
、
農
業
纒
螢
自
艦
を
目
的
と
な
L
得
な
い
の
で
（
農
協
一
〇
條
）
、
現
存
の
農
業
法
人
は
、
殆
ん
ど
全
部
會
肚
型
態
を
と
つ

　
て
い
る
。
中
で
も
有
限
會
杜
か
塵
倒
的
に
多
い
（
い
わ
ゆ
る
法
人
問
題
の
主
要
な
封
象
で
あ
る
勝
浦
町
と
吉
田
町
の
法
人
は
全
部
有
限
會
肚
）
。
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。

　
　
し
か
し
立
法
論
と
し
て
は
、
農
協
方
式
で
の
法
制
化
も
、
さ
か
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
螢
利
法
人
と
公
盆
法
人
と
の
中
間
に
位
す
る
と
い
う
意
味
で
の
中
間
法
人
で
あ
る
（
今
泉
孝
太
郎
「
新
民
法
総
則
」
二
≡
頁
）
。

（
3
）
　
裏
得
郎
「
農
業
法
人
と
企
業
形
態
」
法
律
時
報
三
二
巻
六
號
（
昭
和
三
五
年
五
月
）
八
九
頁
。
鈴
木
壽
二
、
岡
山
縣
農
業
會
議
幹
事
「
農
業
會
杜
法
案
私
案

　
要
綱
」
（
昭
和
一
．
一
四
年
六
月
一
七
日
）
は
し
が
き
及
び
基
礎
概
念
1
〔
會
議
所
「
賓
料
集
」
　
一
七
六
頁
〕

（
4
）
　
村
橋
時
郎
「
農
業
法
人
論
」
彦
根
論
叢
五
九
・
六
〇
・
六
一
號
（
昭
和
三
四
年
八
月
）
二
五
九
頁
ー
二
六
〇
頁
参
照

　
　
な
お
制
定
法
規
範
の
上
で
は
、
む
し
ろ
本
文
と
反
封
な
よ
う
に
も
見
え
る
。
例
え
ば
有
限
會
肚
に
お
い
て
も
吐
員
の
議
決
穣
の
個
藪
は
（
定
款
に
別
段
の
定
め

　
な
き
限
り
）
出
養
口
数
に
比
例
す
る
が
（
有
會
三
九
條
）
、
農
協
で
は
、
議
決
権
が
出
賓
の
口
数
に
か
か
わ
ら
ず
組
合
員
に
各
々
一
個
ず
つ
與
え
ら
れ
て
い
る
（
農

　
協
一
六
條
）
。
し
か
し
こ
れ
は
會
肚
と
農
協
と
の
性
格
の
相
違
（
會
肚
の
菅
利
法
人
性
と
農
協
の
中
間
法
人
性
4
か
ら
、
論
理
的
に
演
繹
し
て
、
原
則
的
に
そ
う
な

　
つ
て
い
る
（
有
限
會
杜
で
も
定
款
で
別
段
の
定
め
を
許
し
て
い
る
）
だ
け
で
あ
る
。

（
5
）
　
鈴
木
壽
二
、
前
掲
要
綱
基
礎
概
念
5
（
會
議
所
「
贅
料
集
」
一
七
七
頁
〕

（
6
）
　
鈴
木
壽
二
、
前
揚
要
綱
基
礎
概
念
6
（
會
議
所
「
賓
料
集
」
一
七
七
頁
〕

（
7
）
　
全
國
農
業
會
議
所
農
地
課
試
案
「
農
業
法
人
問
題
に
封
す
る
考
え
方
と
法
制
化
の
方
針
案
」
4
農
業
に
お
け
る
法
人
化
の
方
向
　
へ
昭
和
三
四
年
七
月
二
四

　
日
）
〔
會
議
所
「
費
料
集
」
一
八
九
頁
〕

（
8
）
　
例
え
ば
多
く
の
農
協
方
式
案
（
生
産
組
合
案
）
ま
た
は
、
特
殊
法
人
方
式
案
が
、
組
合
員
の
議
決
椹
を
一
人
一
個
と
し
て
い
る
が
（
日
本
祉
會
裳
「
農
業
生

　
産
組
合
法
案
」
一
二
條
、
鳥
取
縣
農
業
會
議
「
農
業
法
人
の
性
格
に
關
す
る
検
討
賓
料
」
（
試
案
）
1
3
⑤
、
「
農
業
法
人
法
制
化
に
關
す
る
農
業
會
議
會
長
會
議
の

　
見
解
」
㈲
）
、
こ
の
鮎
は
有
限
會
杜
で
も
定
款
を
以
て
定
め
れ
ば
、
肚
員
一
人
一
議
決
橿
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
（
有
會
三
九
條
但
）
。

（
9
）
　
な
お
小
規
模
の
農
業
生
産
協
同
組
合
が
（
と
く
に
一
世
帯
一
法
人
と
し
て
設
立
さ
れ
た
場
合
）
、
事
實
上
の
結
果
と
し
て
、
小
規
模
の
有
限
會
杜
型
態
を
採
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一
六
四
四
）

　
つ
た
場
合
（
特
に
、
農
業
法
人
ら
し
い
定
款
を
持
つ
た
場
合
）
と
、
ど
の
く
ら
い
差
が
出
て
く
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
勝
浦
町
の
一
世
帯
一
法
人
（
有
限
會
肚
）
で
、
監
査
役
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
世
帯
主
の
妻
か
、
あ
と
と
り
の
妻
が
そ
れ
に
就
任
し
て
い
る
。
そ
し

　
て
事
實
上
監
査
役
の
権
限
の
ほ
か
に
取
締
役
の
職
務
を
行
っ
て
い
る
揚
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
律
の
建
前
と
は
矛
盾
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
（
有
會

　
三
四
條
、
商
二
七
六
條
）
、
結
果
と
し
て
は
、
妻
の
地
位
を
高
め
て
い
る
。
な
お
こ
の
こ
と
や
、
事
實
上
議
決
権
か
一
人
一
個
で
あ
る
こ
と
や
、
肚
員
が
す
べ
て

　
役
員
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
（
所
有
と
経
誉
の
一
致
）
、
な
ど
を
合
せ
考
え
る
と
、
有
限
會
杜
組
織
で
あ
つ
て
も
、
會
肚
の
内
部
關
係
で
は
、
事
實
上
か
な
り
合

　
名
會
杜
に
接
近
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
商
六
八
條
、
民
六
七
三
條
、
民
六
七
〇
條
、
商
七
〇
條
）
。

（
11
）
　
全
國
農
業
會
議
所
「
農
業
法
人
を
設
立
す
る
ま
で
の
手
綬
」
（
昭
和
三
五
年
六
月
）
二
九
頁
で
も
定
款
様
式
例
と
し
て
こ
の
黙
に
ふ
れ
て
い
る
。

（
1
2
4
　
大
野
實
雄
教
授
は
、
有
限
會
赴
や
株
式
會
杜
に
つ
い
て
も
、
勢
務
出
資
を
認
め
る
か
、
或
い
は
勢
働
株
制
度
を
導
入
す
べ
き
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る
（
大

　
野
「
農
業
の
商
化
現
象
」
綜
合
法
學
一
六
號
九
頁
）
。

（
1
3
）
　
第
二
、
第
三
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
更
に
一
世
帯
一
法
人
の
経
瞼
を
通
じ
る
場
合
（
一
世
帯
一
法
人
を
解
散
し
て
共
同
化
法
人
）
と
、
そ
う
で
な
く
い
き
な

　
り
共
同
化
法
人
を
設
立
す
る
場
合
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
共
同
化
法
人
を
強
固
な
ら
し
め
る
上
か
ら
い
え
ば
、
第
一
の
場
合
が
最
も
よ
く
、
第
二
の

　
場
合
（
特
に
一
世
帯
一
法
人
の
経
験
な
し
で
す
る
）
が
最
も
悪
い
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

（
14
）
　
だ
か
ら
同
程
度
の
維
螢
規
模
の
世
帯
の
み
で
共
同
化
法
人
を
組
織
す
れ
ば
、
こ
の
間
題
は
一
磨
同
避
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
共
同
化
の
前
提
條
件
と
し

　
て
は
、
ほ
か
に
農
地
の
立
地
條
件
、
人
間
關
係
の
紐
帯
等
が
重
要
で
あ
る
か
ら
必
ず
し
も
同
程
度
の
規
模
の
世
帯
の
み
で
、
と
い
う
わ
け
に
も
ゆ
く
ま
い
。

四
　
法
人
の
取
得
す
る
農
地
に
つ
い
て
の
権
利

e
問
題
の
所
在

　
農
業
法
人
が
、
農
地
に
つ
い
て
の
穫
利
を
取
得
す
る
際
に
は
、
ど
ん
な
種
類
の
穫
利
が
、
適
當
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
も

の
は
、
主
に
農
地
の
所
有
椹
か
、
賃
借
穂
（
も
し
く
は
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
を
考
え
る
に
際
し
て
は
、
や

は
り
共
同
化
法
人
と
一
世
帯
一
法
人
と
に
匠
別
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
會
肚
方
式
を
探
る
か
農
協
方
式
を
と
る
か
の
匠
別
は
、
さ
し
て
間
題
と

し
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。



　
⇔
　
一
世
帯
一
法
人
が
取
得
す
べ
き
農
地
に
つ
い
て
の
穫
利

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
】
世
帯
｝
法
人
の
本
質
と
の
關
連
と
、
技
術
的
便
宜
と
の
關
蓮
の
二
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
一
世
帯
一
法
人
の
本
質
（
主
と
し
て
法
職
會
學
的
に
み
た
）
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
は
、
各
農
家
世
帯
が
從
來

か
ら
持
つ
て
い
た
中
間
法
人
と
し
て
の
性
格
（
潜
在
的
に
帯
有
し
て
い
た
性
格
）
が
、
企
業
化
の
方
向
を
と
つ
て
顯
在
化
し
た
も
の
、
と
考
え
る
。
す

な
わ
ち
從
來
か
ら
、
各
農
家
世
帯
に
お
い
て
は
、
農
地
、
農
機
具
、
農
業
用
施
設
、
貯
藏
庫
等
の
農
業
資
産
は
、
相
互
に
結
合
し
て
一
つ
の
農
業

財
團
を
形
成
し
て
お
り
、
ま
た
農
家
世
帯
員
で
農
業
に
從
事
す
る
者
は
、
こ
れ
ま
た
相
互
に
結
合
し
て
一
ら
の
組
織
鐙
を
形
成
し
て
お
り
、
し
か

し
て
更
に
こ
の
農
業
財
團
と
世
帯
員
の
組
織
髄
と
が
結
合
し
て
、
一
つ
の
生
活
軍
位
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
一
つ
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

活
軍
位
は
、
一
種
の
中
間
法
人
と
し
て
の
性
格
を
帯
有
し
て
い
る
（
潜
在
的
に
）
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
從
來
は
、
各
農
家
世
帯
の
右
の
如
き
性
格

は
、
概
ね
潜
在
的
に
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
一
方
に
お
い
て
中
間
注
人
性
を
顯
在
化
さ
せ
る
制
定
法
上
の
蝕
地
が
殆
ん
ど
な
か

　
　
　
（
2
）

つ
た
こ
と
と
、
ま
た
他
方
に
お
い
て
農
民
自
身
ぜ
ひ
と
も
顯
在
化
さ
せ
た
い
と
い
う
意
欲
を
持
つ
て
い
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
農
民
自

身
は
、
現
實
に
存
す
る
世
帯
の
中
間
法
人
性
と
、
そ
れ
を
殆
ん
ど
認
め
な
い
制
定
法
と
の
板
ば
さ
み
に
合
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
中
間

法
人
の
側
か
ら
み
れ
ば
相
績
で
な
い
も
の
を
、
國
家
法
側
か
ら
み
れ
ば
相
績
だ
と
し
て
、
均
分
相
績
を
お
し
つ
け
ら
れ
た
り
、
相
績
視
を
取
ら
れ

た
り
す
る
こ
と
や
、
ま
た
世
帯
員
ρ
特
に
妻
、
あ
と
と
り
と
な
る
べ
ぎ
青
年
）
が
實
際
は
働
い
て
い
る
の
に
、
そ
の
勢
働
が
評
慣
さ
れ
ず
世
帯
主
の
扶

養
家
族
と
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
本
質
的
に
は
農
家
世
帯
の
中
間
法
人
性
と
、
そ
れ
を
知
ら
ざ
る
國
家
法
と
の
矛
盾
、
お
よ
び
そ
れ
か
ら
生
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
農
民
へ
の
し
わ
よ
せ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
先
進
的
農
民
の
、
企
業
的
合
理
的
思
惟
と
人
間
的
解
放
へ
の
意
欲
、
の
進
展
は
、
彼
等
自
身
の
手
に
よ
つ
て
、
こ
の
中
間
法
人
性

の
、
企
業
化
的
方
向
に
お
け
る
顯
在
化
を
な
し
と
げ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
農
民
自
身
の
動
き
に
封
し
て
、
右
の
中
間
法
人
性
を
知
ら
な
い

國
家
法
の
側
か
ら
の
反
作
用
が
強
い
こ
と
も
、
ま
た
む
し
ろ
肚
會
的
力
動
の
自
然
で
あ
る
。
右
の
農
民
自
身
の
動
き
と
、
そ
れ
に
封
す
る
反
作
用
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（
一
六
四
六
）

が
、
こ
れ
す
な
わ
ち
、
農
業
法
人
化
蓮
動
（
な
か
ん
ず
く
徳
島
縣
勝
浦
町
の
法
人
化
運
勢
と
そ
れ
に
謝
す
る
農
林
、
大
藏
當
局
の
冷
た
い
態
度
で
あ

る
。
な
お
法
人
化
に
際
し
て
、
中
間
法
人
性
の
顯
在
化
が
有
限
會
杜
の
型
態
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
の
は
、
顯
在
化
が
企
業
化
的
方
向
で
な
さ
れ
た

こ
と
と
、
現
行
國
家
法
上
有
限
會
肚
以
外
に
適
當
な
型
態
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
如
く
一
世
幣
一
法
人
の
本
質
が
、
農
家
世
帯
の
中
間
法
人
性
の
企
業
化
的
顧
在
化
に
あ
り
、
軍
な
る
税
務
署
向
の
煙
幕
で
も
な
く
、
明

治
民
法
的
家
制
度
の
復
活
で
も
な
く
、
地
主
的
土
地
所
有
へ
の
後
退
で
も
な
い
、
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
つ
て
從
來
各
農
家
世
帯
す
な
わ
ち
中

間
法
入
自
艦
な
い
し
世
帯
員
の
全
髄
が
農
地
の
所
有
穫
を
持
つ
て
い
た
（
實
質
的
に
は
）
如
く
、
今
日
の
一
世
帯
一
法
人
も
ま
た
當
然
に
、
そ
れ
自

身
で
農
地
の
所
有
穫
を
持
つ
の
が
至
當
で
あ
る
。
現
存
徳
島
縣
勝
浦
町
の
一
世
帯
一
法
人
が
、
す
べ
て
農
地
の
所
有
穫
を
取
得
せ
ず
、
賃
借
人
ま

た
は
請
負
入
と
し
て
の
穫
利
を
有
す
に
す
ぎ
な
い
の
は
、
全
く
現
行
農
地
法
の
制
約
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
農
民
の
農
地
個
人
所
有
に
っ
い
て

の
執
着
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
そ
し
て
も
し
法
人
が
、
世
帯
主
等
農
地
の
所
有
名
義
人
か
ら
、
農
地
を
賃
借
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
所
有
と
経
螢
と
が
一
致
せ
ず
、
或

い
は
賃
貸
入
た
る
農
地
所
有
名
義
人
の
死
亡
に
よ
つ
て
、
國
家
法
上
は
相
績
が
開
始
し
、
相
績
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
等
、
中
間
法
人
性

に
反
し
、
ま
た
自
作
農
主
義
に
反
す
る
こ
と
に
な
り
不
適
當
で
あ
る
。

　
吹
に
技
術
的
便
宣
の
観
黙
か
ら
考
え
て
み
る
。
も
し
法
人
が
農
地
の
賃
借
穫
の
み
を
取
得
す
る
方
式
を
採
る
と
、
こ
の
賃
貸
借
關
係
が
、
純
然

た
る
第
三
者
に
鉗
す
る
賃
貸
借
關
係
（
普
通
の
小
作
關
係
）
と
、
形
式
的
に
は
同
様
と
な
る
。
す
る
と
ま
ず
農
地
管
理
上
、
杜
員
の
一
世
帯
一
法
人

に
封
す
る
賃
貸
借
關
係
と
第
三
者
に
封
す
る
賃
貸
借
關
係
と
が
、
形
式
的
に
は
同
様
に
な
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
實
質
に
よ
つ
て
匿
別
し
て
管

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
技
術
的
に
繁
雑
と
な
る
。
ま
た
私
法
上
は
、
賃
貸
人
た
る
肚
員
の
死
亡
ま
た
は
退
杜
等
の
場
合
の
推
置

が
複
雑
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
結
局
一
世
帯
一
法
人
の
場
合
に
は
、
法
人
が
農
地
の
所
有
権
を
取
得
す
る
方
式
が
適
當
で
あ
る
と
思
う
へ
も
つ
と
も
農
地
の
賃
借
椹
の
み
を
取
得
す



る
方
式
を
絶
封
に
禁
ず
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
が
）
。
も
つ
と
も
法
人
が
農
地
の
所
有
権
を
取
得
し
て
も
、
肚
員
の
死
亡
の
際
に
持
分
の
相
績
に
よ
る
移
韓

を
、
ど
う
措
置
す
る
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
一
世
帯
一
法
人
の
本
質
5
い
て
は
農
家
世
帯
の
本
彗
と
、
所
有
と
経
螢
お
よ
び
経
螢
と
螢
働
の
一

致
原
則
（
自
作
農
主
義
）
と
の
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
相
績
に
よ
つ
て
持
分
を
取
得
す
べ
き
者
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
法
人
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
限

る
こ
と
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
一
世
幣
一
法
人
が
、
合
名
禽
肚
の
型
態
で
あ
れ
ば
、
同
肚
の
肚
員
で
あ
る
相
績
人
は
、
被
相

績
人
の
持
分
の
う
ち
、
自
己
の
相
績
分
に
翼
慮
す
る
部
分
を
（
持
分
の
型
で
）
取
得
し
、
ま
た
從
來
か
ら
同
枇
の
杜
員
で
な
く
（
ま
た
杜
員
た
り
得
な

い
）
相
績
人
は
、
被
相
績
人
の
退
吐
員
と
し
て
の
権
利
義
務
を
相
績
分
に
鷹
じ
て
取
得
す
る
旨
を
、
定
款
で
定
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
右
の
目
的

を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
商
八
κ
條
・
六
八
條
、
民
六
八
一
條
－
項
）
。
有
限
會
杜
の
場
合
に
は
、
右
の
如
き
定
款
の
定
め
を
有
効
と
解
す
る
こ
と
は

無
理
で
あ
ろ
う
か
ら
、
從
來
か
ら
同
肚
の
肚
員
で
な
か
つ
た
相
績
人
よ
り
、
持
分
を
買
戻
す
た
め
の
措
置
を
立
法
に
よ
つ
て
準
備
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
も
つ
と
も
杜
員
で
な
い
相
績
人
に
勤
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
型
の
充
分
な
生
前
分
與
が
先
行
す
る
以
上
は
（
そ
し
て
法
人
化
に
よ
る
経
螢
規
模
の

維
持
、
擾
大
は
、
牧
盆
の
檜
大
に
よ
つ
て
、
ま
す
ま
す
生
前
分
與
か
徹
底
す
る
）
、
實
際
間
題
と
し
て
は
殆
ん
ど
こ
の
間
題
が
お
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
㊧
　
共
同
化
法
人
が
取
得
す
べ
き
農
地
に
つ
い
て
の
穫
利

　
共
同
化
法
人
が
、
農
地
の
所
有
穫
を
取
得
す
べ
き
か
、
或
は
賃
借
櫨
の
取
得
に
と
ど
ま
る
べ
き
か
を
、
↓
般
的
に
論
ず
る
こ
と
は
、
か
な
り
困

難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
共
同
化
法
人
設
立
の
動
機
、
法
人
の
螢
業
の
種
類
、
構
成
メ
ン
バ
ー
の
種
類
、
数
お
よ
び
相
互
の
人
的
紐
帯
の
強
さ
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

相
違
を
考
え
な
い
で
、
一
概
に
論
断
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
危
険
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
共
同
化
法
人
が
農
業
生
産
経
螢
そ
の
も

の
の
共
同
化
を
め
ざ
す
場
合
で
あ
れ
ば
、
農
地
に
つ
い
て
全
く
何
等
の
椹
原
も
取
得
し
な
い
で
は
す
ま
さ
れ
ず
（
現
在
の
愛
媛
縣
吉
田
町
立
間
の
法
人

　
（
6
）

の
如
く
）
、
す
く
な
く
と
も
賃
借
権
（
ま
た
は
使
用
貸
借
に
よ
る
椹
利
）
を
取
得
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
共
同
化
法
入
が
、
農
地
の
賃
借
椹
を
取
得
す
る
場
合
に
、
一
般
論
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
黙
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
共
同
化
法

入
の
場
合
で
も
や
は
り
、
一
世
帯
一
法
人
が
賃
借
樺
の
み
を
取
得
し
た
場
合
に
生
ず
る
技
術
的
不
便
と
ほ
ぼ
同
様
の
不
便
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
コ
ハ
四
七
）



　
　
　
　
懸
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
　
（
一
六
四
八
）

特
に
共
同
化
法
入
に
お
い
て
は
、
農
地
賃
貸
人
た
る
個
人
の
死
亡
ま
た
は
睨
退
に
よ
る
措
置
が
複
雑
化
す
る
こ
と
は
、
法
人
と
し
て
の
長
期
確
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

な
事
業
計
書
の
作
成
お
よ
び
途
行
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
共
同
化
法
入
に
つ
い
て
は
、
具
驚
的
事
情
に
慮
じ
て
、
法
人
が
農
地
の
賃
借
権
（
ま
た
は
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
を
取
得
す
る
こ
と
も
、

所
有
穫
を
取
得
す
る
こ
と
も
、
い
ず
れ
で
も
可
能
な
よ
う
な
法
制
を
準
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
今
泉
孝
太
郎
「
農
民
法
研
究
」
（
昭
和
三
二
年
九
月
）
一
〇
頁
！
一
三
頁
、
二
〇
頁
、
コ
一
六
頁
－
二
一
七
頁
等
。
な
お
こ
こ
で
中
間
法
人
と
い
う
の
は
、

　
　
前
述
し
た
農
協
が
中
問
法
人
で
あ
る
と
い
う
揚
合
と
は
ち
が
つ
て
、
肚
團
法
人
と
財
團
法
人
の
爾
性
格
を
持
つ
て
い
る
法
人
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
今
泉
孝
太
郎

　
　
「
新
民
法
総
則
」
一
二
〇
頁
ー
ニ
コ
頁
）
。
稻
子
宣
子
「
農
民
家
族
に
お
け
る
相
綾
の
基
本
問
題
」
日
本
幅
祉
大
學
碑
究
紀
要
第
2
號
（
昭
和
三
三
年
）
二
一
頁

　
　
ー
二
三
頁
等
、
同
氏
「
農
民
的
土
地
所
有
と
農
民
家
族
の
相
績
及
び
財
産
分
割
」
日
本
頑
阯
大
學
紀
要
第
3
號
（
昭
和
三
五
年
）
一
二
頁
－
二
二
頁
、
一
五
頁
ー

　
　
一
八
頁
等
参
照
。
橋
本
純
二
「
農
業
法
人
に
期
待
す
る
も
の
」
徳
島
縣
農
業
改
良
普
及
時
報
二
一
巻
四
號
（
昭
和
三
五
年
四
月
一
日
）
三
頁
参
照
。
宮
崎
俊
行

　
　
「
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
（
二
）
」
法
學
硯
究
三
〇
巻
九
號
（
昭
和
三
二
年
七
月
）
三
六
頁
ー
三
七
頁

　
（
2
）
　
も
つ
と
も
、
農
地
法
二
條
V
項
M
項
、
農
業
委
員
會
等
に
關
す
る
法
律
八
條
－
項
2
號
、
農
業
協
同
組
合
法
三
條
－
項
・
一
二
條
－
項
1
號
、
農
業
動
産
信

　
　
用
法
二
條
、
な
ど
に
お
い
て
は
、
農
家
世
帯
の
中
間
法
人
性
が
、
噺
片
的
に
し
か
も
技
巧
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
（
3
）
　
稻
子
宣
子
「
農
民
家
族
に
お
け
る
相
績
の
基
本
問
題
」
二
三
頁
－
二
九
頁
、
同
氏
「
農
民
的
土
地
所
有
と
農
民
家
族
の
相
績
及
び
財
産
分
割
」
一
三
頁
－
一

　
　
五
頁
、
　
一
八
頁
－
二
二
頁
等
参
照

　
（
4
）
　
大
野
實
雄
教
授
も
、
會
肚
が
農
地
の
所
有
穫
を
取
得
す
る
の
が
適
當
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
大
野
「
農
業
の
商
化
現
象
」
綜
合
法
學
、

　
　
一
六
號
〔
昭
和
三
四
年
一
一
月
〕
九
頁
）
。

　
（
5
）
　
共
同
化
法
人
の
構
成
メ
ン
バ
ー
た
る
各
世
帯
（
ま
た
は
一
世
帯
一
法
人
）
の
從
來
の
主
た
る
替
業
の
種
類
と
殆
ん
ど
關
係
な
き
事
項
に
つ
い
て
、
共
同
化
法

　
　
人
を
設
立
す
る
場
合
（
例
え
ば
耕
種
を
主
と
す
る
農
家
が
養
鵯
、
畜
産
等
を
目
的
と
す
る
共
同
化
法
人
を
設
立
す
る
場
合
で
法
人
が
飼
料
畑
、
採
草
放
牧
地
等
を

　
　
必
要
と
す
る
と
ぎ
）
、
或
い
は
共
同
化
法
人
が
そ
の
事
業
の
た
め
に
新
規
に
開
墾
し
た
場
合
、
な
ど
に
お
い
て
は
、
法
人
が
農
地
の
所
有
穫
を
取
得
す
る
の
が
適

　
　
當
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
疑
い
が
な
い
。

　
（
6
）
　
今
ま
で
の
と
こ
ろ
立
間
の
共
同
化
法
人
は
、
農
業
生
産
自
鶴
を
目
的
と
す
る
會
杜
で
は
な
く
、
農
業
維
螢
合
理
化
の
促
進
を
目
的
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
サ
ー

　
　
ビ
ス
會
肚
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
定
款
に
會
肚
の
目
的
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

　
　
　
當
會
肚
は
左
の
事
業
を
螢
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
。



　
　
1
　
農
業
経
管
合
理
化
の
促
進

　
　
①
　
果
實
及
び
農
産
物
（
米
を
除
く
）
の
販
責
加
工

　
　
働
　
生
産
装
備
の
改
善
適
性
化

　
　
⑧
　
螢
働
力
の
高
率
的
利
用

　
　
2
　
前
項
各
號
に
附
帯
す
る
一
切
の
業
務

　
と
な
つ
て
い
る
（
會
議
所
「
賓
料
集
」
二
〇
三
頁
）
。
し
た
が
つ
て
會
肚
は
農
地
に
つ
い
て
何
等
の
権
原
を
有
し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
相
當
の
成
果
を
あ

　
げ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
當
初
か
ら
か
か
る
性
格
の
會
祉
の
設
立
を
目
論
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
最
初
は
農
地
に
つ
い
て
賃
借
穫
を
取
得
す
る
よ
う
計
書

　
し
て
い
た
が
、
農
地
法
の
制
限
に
よ
つ
て
、
む
し
ろ
や
む
を
得
ず
サ
ー
ビ
ス
會
肚
と
し
た
よ
う
で
あ
る
（
昭
和
三
四
年
九
月
一
七
日
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
會
議

　
事
録
〔
會
議
所
「
資
料
集
一
二
一
九
頁
〕
）
。

（
7
）
　
か
か
る
意
味
合
か
ら
は
、
共
同
化
法
人
の
構
成
メ
と
ハ
ー
を
一
世
帯
一
法
人
と
す
る
こ
と
が
、
構
成
メ
と
ハ
ー
の
死
亡
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
そ
の
解
散
も
、

　
ま
た
共
同
化
法
人
か
ら
の
脱
退
も
一
個
人
（
例
、
農
地
所
有
名
義
人
た
る
世
帯
主
）
の
意
思
で
は
行
え
な
い
か
ら
、
好
都
合
な
わ
け
で
あ
る
。

五
　
農
民
の
人
間
的
解
放
と
農
業
法
人

　
e
　
間
題
の
所
在

　
農
業
法
人
運
動
と
現
行
國
家
法
と
の
か
か
り
合
い
は
、
ま
ず
農
地
法
（
お
よ
び
視
法
）
の
分
野
に
お
い
て
は
じ
ま
つ
た
。
そ
こ
で
農
業
法
人
を
め

ぐ
る
法
學
上
の
論
議
が
、
解
繹
論
と
し
て
も
、
ま
た
立
法
論
と
し
て
も
、
ま
ず
農
地
法
（
お
よ
び
税
法
）
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
も
と

よ
り
當
然
で
あ
る
。
し
か
し
農
業
法
人
の
意
義
が
、
一
で
蓮
べ
た
よ
う
に
、
企
業
的
農
業
経
螢
の
焚
展
と
農
民
の
人
間
的
解
放
の
雨
面
に
存
す
る

以
上
、
農
地
法
（
ま
た
は
税
法
）
の
分
野
に
属
す
る
事
項
を
封
象
と
し
て
論
議
す
る
場
合
に
も
、
農
民
の
人
間
的
解
放
へ
の
配
慮
を
片
時
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
特
に
、
三
日
㈲
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
行
農
地
法
の
形
式
的
技
巧
的
自
作
農
主
義
の
下
に
あ
つ
て
、
實
際
問
題
と
し
て
は
、
農
地

の
所
有
者
で
も
な
く
、
経
螢
者
で
も
な
く
、
賃
金
あ
る
螢
働
者
で
す
ら
も
な
か
つ
た
と
こ
ろ
の
世
帯
員
（
な
か
ん
ず
く
妻
お
よ
び
青
年
の
あ
と
と
り
）

　
　
　
　
農
業
怯
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
（
一
六
四
九
）



　
　
　
農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
（
一
六
五
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ロ

の
人
間
的
解
放
を
、
法
入
化
に
よ
つ
て
實
現
す
る
こ
と
は
、
眞
の
意
味
の
（
近
代
的
）
自
作
農
主
義
の
要
請
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
憲
法
お
よ
び

民
法
の
原
則
（
個
人
の
尊
嚴
、
爾
性
挙
筆
か
ら
の
要
請
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
と
こ
ろ
が
現
在
ま
で
の
農
業
法
人
法
制
化
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
論
議
の
或
る
も
の
は
、
農
民
よ
り
も
農
地
を
中
心
と
し
て
い
る
よ
う
な
感

が
無
く
も
な
い
。
農
地
を
中
心
と
す
る
の
な
ら
ま
だ
し
も
、
中
に
は
農
地
管
理
の
都
合
を
中
心
と
す
る
も
の
す
ら
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
つ
・

し
か
し
法
入
化
運
動
が
本
質
的
に
農
民
の
人
間
的
解
放
（
階
暦
的
解
放
お
よ
び
個
人
的
解
放
）
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
現
行
農
地
法
自
身
が
、

そ
の
正
し
き
理
解
に
お
い
て
は
、
『
軍
に
農
業
に
封
す
る
経
濟
的
政
策
』
の
法
的
表
現
の
範
園
を
越
え
て
、
『
農
民
の
階
暦
的
解
放
を
直
接
に
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
』
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
今
日
に
お
け
る
農
業
法
人
法
制
化
に
つ
い
て
の
論
議
が
、
も
し
農
民
の
人
間
的
解
放
に
目
を
つ
ぶ
る
も
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
農
地
法
以
前
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　
⇔
　
農
民
の
人
間
的
解
放
と
各
種
の
法
人
型
態

　
今
ま
で
も
二
ー
四
に
至
る
各
テ
：
マ
を
論
ず
る
際
に
、
決
し
て
農
民
の
人
間
的
解
放
（
階
層
的
解
放
お
よ
ぴ
個
人
的
解
放
）
に
つ
い
て
も
配
慮
を
お

こ
た
つ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
念
の
た
め
に
こ
こ
で
は
特
に
こ
の
黙
か
ら
既
述
の
二
－
四
の
各
テ
ー
マ
に
つ
い
て
簡
輩
に
老
察
し
て
み
る
こ
と
に

す
る
。

　
④
　
農
民
の
人
間
的
解
放
の
観
黙
か
ら
み
た
共
同
化
法
人
と
一
世
帯
一
法
人
　
現
に
徳
島
縣
勝
浦
町
で
實
施
し
て
い
る
よ
う
な
一
世
帯
一
法
人

で
あ
れ
ば
、
人
間
的
解
放
の
観
黙
か
ら
は
、
概
ね
満
足
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
共
同
化
法
入
の
場
合
に
は
、
會
肚
方
式
で
あ
つ
て
も
農
協
方
式
で

　
　
　
　
　
　
　
　
も

あ
つ
て
も
、
各
世
帯
員
を
報
酬
あ
る
螢
働
者
と
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
所
有
者
お
よ
び
経
螢
者
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
（
他
律
的
有
償
勢
働

と
は
な
っ
て
も
、
自
律
的
有
償
勢
働
と
は
な
ら
な
い
）
。
特
に
農
協
方
式
の
場
合
に
は
、
前
述
し
た
如
く
、
各
組
合
員
の
性
格
を
饗
ず
る
力
が
弱
い
か
ら
、

こ
の
黙
特
に
聞
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
観
貼
か
ら
み
る
と
、
各
世
帯
員
の
個
人
的
解
放
（
あ
わ
せ
て
階
暦
的
解
放
）
を
、
ま
ず

一
世
帯
一
法
人
で
達
成
し
（
っ
ま
り
世
帯
員
全
員
が
社
員
“
所
有
者
と
な
り
、
役
員
”
経
螢
者
と
な
り
、
勢
働
者
と
な
る
）
、
し
か
る
上
で
一
世
帯
一
法
人
を



肚
員
と
す
る
共
同
化
法
人
を
設
立
し
（
こ
の
場
合
は
農
協
方
式
で
可
）
、
こ
の
段
階
で
主
に
階
暦
的
解
放
を
圏
る
、
と
い
う
方
法
が
適
當
で
あ
ろ
う
。

　
㈹
　
農
民
の
人
間
的
解
放
の
観
黙
か
ら
み
た
會
紅
方
式
と
農
協
方
式
　
會
杜
方
式
で
あ
つ
て
も
、
三
⑫
で
述
べ
た
よ
う
に
、
農
業
法
人
に
適
す

る
よ
、
）
に
定
款
を
定
め
、
運
用
を
誤
ま
ら
な
け
れ
ば
、
農
民
の
人
間
的
解
放
の
さ
ま
た
げ
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
農
協
方
式
は
、
一
見

農
民
の
人
間
的
解
放
の
観
黙
か
ら
み
て
、
非
常
に
適
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
三
ω
で
述
べ
た
如
く
農
協
が
組
合
員
自
鱒
の
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

格
を
攣
ず
る
も
の
で
は
な
い
黙
に
注
目
す
れ
ば
、
む
し
ろ
反
封
で
あ
ろ
う
。
特
に
一
世
帯
一
法
人
の
経
験
を
経
ず
し
て
、
各
農
家
の
世
帯
主
の
み

を
組
合
員
と
す
る
共
同
化
法
人
と
し
て
の
農
協
を
設
立
す
る
場
合
に
は
、
特
に
心
配
が
多
い
と
思
う
。
た
だ
し
現
在
、
案
と
し
て
傳
え
ら
れ
る
如

き
小
規
模
な
生
産
農
協
（
お
よ
び
特
殊
法
人
）
は
、
會
祉
方
式
を
農
業
法
人
に
適
す
る
よ
う
に
修
正
し
て
探
用
し
た
場
合
と
、
實
際
問
題
と
し
て
大

差
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
⑥
　
農
民
の
人
間
的
解
放
の
観
鮎
か
ら
み
た
、
法
人
が
取
得
す
べ
き
農
地
に
つ
い
て
の
椹
利
の
匠
別
　
す
で
に
四
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
、
ま

ず
一
世
帯
一
法
人
の
場
合
に
は
、
法
入
が
農
地
の
所
有
穂
を
取
得
す
る
こ
と
が
、
各
世
帯
員
に
つ
い
て
、
所
有
と
経
螢
お
よ
び
経
螢
と
螢
働
と
を

一
致
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
世
帯
員
全
員
の
人
間
的
解
放
を
は
か
る
上
で
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
う
。
ま
た
共
同
化
法
人
の
場
合
に
は
、
一
概
に

論
噺
て
き
な
い
が
、
一
慮
、
一
般
的
に
は
、
や
は
り
法
人
が
農
地
の
所
有
穫
を
取
得
す
る
方
式
が
、
す
ぐ
れ
て
い
る
と
み
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
（
1
、
稻
子
宣
子
「
農
民
的
土
地
所
有
と
農
民
家
族
の
相
績
及
び
財
産
分
割

一
日
本
福
祉
大
學
紀
要
第
3
號
（
昭
和
三
五
年
）
一
二
頁
ー
一
二
一
頁
参
照

　
（
2
）
　
今
泉
孝
太
郎
「
農
民
法
研
究
」
（
昭
和
三
二
年
九
月
）
四
頁
－
五
頁
。
今
泉
教
授
の
用
語
を
借
り
て
言
え
ば
、
要
す
る
に
農
業
法
人
法
制
化
は
、
農
業
法
な

　
い
し
農
事
法
の
立
場
か
ら
て
は
な
く
、
農
民
法
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。

農
業
法
人
法
制
化
の
墓
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て

四
五

（
一
六
五
一
）



農
業
法
人
法
制
化
の
基
本
的
諸
間
題
に
つ
い
て

四
六

（
一
山
ハ
五
二
）

む

す

び

　
本
稿
で
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
次
の
こ
と
で
あ
る
。
e
現
存
農
業
法
人
の
實
態
を
、
皮
相
的
に
み
る
べ
き
で
な
い
こ
と
（
特
に

商
工
業
の
小
會
肚
の
實
情
を
安
易
に
類
推
し
て
考
え
な
い
こ
と
）
、
目
一
世
帯
一
法
人
の
意
義
を
輕
覗
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
（
共
同
化
法
人
を
輕
覗
せ
よ
と

い
う
の
で
は
な
い
）
、
日
法
人
の
型
態
お
よ
び
法
人
が
取
得
す
べ
ぎ
農
地
に
つ
い
て
の
穂
利
の
種
類
を
、
劃
一
的
に
決
定
せ
ず
、
い
く
つ
か
の
型
を

示
し
、
具
健
的
事
情
に
慮
じ
て
農
民
自
身
に
選
揮
せ
し
む
べ
き
こ
と
、
㈲
農
民
の
人
間
的
解
放
（
階
暦
的
解
放
お
よ
び
個
人
的
解
放
）
に
つ
い
て
、
法

人
化
が
有
盆
で
あ
る
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
こ
と
。
以
上
の
四
黙
が
本
稿
の
牧
約
で
あ
る
。

　
な
お
筆
者
は
、
い
ま
だ
徳
島
縣
勝
浦
町
以
外
の
地
匿
に
お
け
る
農
業
法
人
の
實
態
調
査
を
實
施
し
て
い
な
い
。
し
た
が
つ
て
或
は
共
同
化
法
人

の
實
態
に
つ
い
て
思
い
ち
が
い
を
し
て
い
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
將
來
共
同
化
法
人
の
實
態
調
査
を
實
施
し
た
曉
に
お
い
て
は
、
そ

の
結
果
に
よ
り
或
い
は
本
稿
の
結
論
を
修
正
す
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

　
ま
た
本
稿
執
筆
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
御
援
助
を
賜
つ
た
、
徳
島
縣
勝
浦
町
の
法
人
経
鶯
農
民
の
諸
氏
、
仲
野
英
正
氏
（
勝
浦
町
農

業
委
員
會
）
、
茂
木
信
手
氏
（
全
國
農
業
會
議
所
）
、
に
封
し
て
厚
く
御
禮
を
申
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
年
）
九
月
一
〇
日
稿
ー

附
配
　
本
研
究
は
慶
鷹
義
塾
學
事
振
興
資
金
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。


